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関
周
一

本
稿
は
、
中
世
に
お
け
る
、
対
馬
島
周
辺
の
海
域
お
よ
び
朝
鮮
半
島
南
岸
海
域
（
慶
尚
道
・
全
羅

道
）
で
活
動
し
た
対
馬
島
の
海
民
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
対
馬
島
周
辺
海
域
に
お
け
る
漁
業
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

網
漁
で
は
、
大
山
氏
の
よ
う
な
在
地
領
主
に
よ
る
経
営
が
行
わ
れ
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
島
主

宗
氏
が
網
人
の
名
を
把
握
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
領
主
の
主
導
で
網
漁
が
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ

に
、
対
馬
の
特
性
が
見
ら
れ
る
。
漁
具
で
は
、
他
に
筌
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

早
留
浦
で
は
潜
女
（
海
女
）
に
よ
る
潜
水
漁
法
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
曲
海
士
は
、
対
馬
全
島

に
お
け
る
網
漁
や
「
海
鹿
」（
イ
ル
カ
）
漁
を
行
っ
て
い
た
。
網
漁
を
行
う
集
団
と
潜
女
の
集
団
は
、

漁
法
を
考
慮
す
る
と
、
異
質
な
存
在
で
あ
っ
た
。

次
に
慶
尚
道
・
全
羅
道
海
域
に
お
け
る
対
馬
の
海
民
に
よ
る
漁
業
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

朝
鮮
王
朝
の
領
域
内
に
お
い
て
操
業
を
認
め
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
対
馬
島
主
宗
氏
や
早

田
左
衛
門
大
郎
ら
が
、
朝
鮮
王
朝
と
頻
繁
に
交
渉
し
た
。
慶
尚
道
に
お
い
て
漁
場
と
し
て
確
保
で
き

た
の
は
、
富
山
浦
・
乃
而
浦
・
塩
浦
と
い
う
三
浦
の
周
辺
で
あ
る
。
全
羅
道
に
お
い
て
は
、
宗
貞
盛

と
朝
鮮
王
朝
と
の
間
で
孤
草
島
釣
魚
禁
約
（
一
四
四
一
年
）
を
結
び
、
孤
草
島
（
巨
文
島
）
の
内
海

を
漁
場
と
し
て
確
保
し
た
。

こ
れ
ら
の
漁
場
に
お
い
て
、
海
民
は
釣
魚
を
行
っ
た
。
彼
ら
は
、
対
馬
島
内
で
網
漁
や
潜
水
漁
業

に
従
事
し
た
海
民
と
は
、
異
質
な
人
々
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
対
馬
、
網
漁
、
潜
女
、
釣
魚
、
孤
草
島

﹇
論
文
要
旨
﹈

は
じ
め
に

❶
対
馬
島
周
辺
海
域
に
お
け
る
漁
業

❷
朝
鮮
慶
尚
道
海
域
に
お
け
る
対
馬
海
民
の
漁
業

❸
朝
鮮
全
羅
道
海
域
に
お
け
る
対
馬
海
民
の
漁
業

お
わ
り
に

中
世
対
馬
の
海
民
の
日
朝
海
域
に
お
け
る
漁
業
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は
じ
め
に

本
稿
は
、
中
世
に
お
い
て
、
対
馬
島
周
辺
海
域
お
よ
び
朝
鮮
半
島
南
岸
海
域
（
慶

尚
道
・
全
羅
道
）
で
活
動
し
た
―
現
代
の
国
家
領
域
に
即
し
て
い
え
ば
、
日
韓
双
方

の
海
域
に
お
い
て
活
動
し
た
―
対
馬
島
の
海
民
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
る
。

日
本
中
世
の
海
民
に
つ
い
て
は
、
網
野
善
彦
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
網
野
は
、

膨
大
な
史
料
を
博
捜
し
て
、
海
民
の
多
彩
な
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

網
野
善
彦
の
著
作
集
『
海
民
の
社
会
』
は
、
網
野
が
編
者
の
一
人
を
務
め
た
『
海

と
列
島
文
化
』
シ
リ
ー
ズ
（
小
学
館
）
に
所
収
さ
れ
た
論
文
を
収
め
て
お
り
、
海
域

ご
と
の
海
民
の
個
性
に
迫
っ
て
い
る〔
網
野
二
〇
〇
七
〕。
本
稿
と
の
関
連
で
い
え
ば
、

同
書
所
収
の
「
古
代
・
中
世
の
海
民
」
の
な
か
で
「
日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
を
結
ぶ

海
民
」
と
い
う
節
を
設
け
て
い
る
〔
網
野
二
〇
〇
七
、
二
五
一
〜
二
五
八
頁
〕。
岸
俊

男
の
研
究
に
依
拠
し
た
古
代
の
紀
氏
と
海
部
と
の
関
係
〔
岸
一
九
六
六
〕
や
、
中
世

に
成
立
し
た
『
豫
章
記
』（
河
野
氏
の
家
譜
）
の
記
述
か
ら
朝
鮮
半
島
と
瀬
戸
内
海

の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
田
中
健
夫
・
高
橋
公
明
の
倭
寇
の
実
態
に

関
す
る
研
究
〔
田
中
一
九
九
七
、
高
橋
一
九
八
七
〕、
特
に
済
州
島
の
役
割
に
つ
い
て

着
目
し
て
い
る
。
高
橋
が
、
慶
尚
道
―
対
馬
―
北
九
州
と
は
別
に
、
全
羅
道
―
済
州

島
―
北
九
州
と
い
う
交
流
ル
ー
ト
を
想
定
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、古
代
に
お
け
る「
耽

羅
鰒
」
を
取
り
上
げ
、
耽
羅
（
済
州
島
）
の
海
民
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
し
か

し
中
世
の
対
馬
や
、
対
馬
の
海
民
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。

対
馬
の
漁
業
史
に
つ
い
て
基
本
と
な
る
研
究
は
、
宮
本
常
一
の
『
対
馬
漁
業
史
』

で
あ
る
〔
宮
本
一
九
八
三
〕
で
あ
る
。
同
書
に
お
い
て
宮
本
は
、「
中
世
に
お
け
る
対

馬
の
社
会
と
経
済
」（
第
一
章
）
か
ら
始
め
、「
近
世
に
お
け
る
対
馬
の
漁
業
」（
第

二
章
）に
お
い
て
他
国
者
の
漁
業
お
よ
び
地
元
民
の
漁
業
に
つ
い
て
叙
述
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
近
代
化
の
過
程
」（
第
三
章
）
を
論
じ
た
上
で
、「
漁
村
の
現
状
」（
第
四
章
）

に
お
い
て
五
つ
の
集
落
に
つ
い
て
丹
念
に
述
べ
て
い
る
。

中
世
対
馬
の
海
民
や
漁
業
に
つ
い
て
は
、
宮
本
の
研
究
を
基
に
、
佐
伯
弘
次
が
対

馬
島
内
の
中
世
史
料
を
博
捜
し
て
、
そ
の
特
色
を
整
理
し
て
い
る
〔
佐
伯

一
九
九
八
〕。
た
だ
し
佐
伯
は
、
朝
鮮
半
島
南
岸
海
域
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は

十
分
に
は
論
じ
て
い
な
い
。
製
塩
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
が
言
及
し
て
い
る
他
、
荒
木

和
憲
が
中
世
対
馬
の
塩
業
と
流
通
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
塩
屋
の
組
織
、
年
貢
・
公
事

の
負
担
に
み
る
塩
屋
経
営
や
、
流
通
拠
点
と
し
て
の
塩
屋
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
〔
荒
木
二
〇
一
一
〕。

朝
鮮
半
島
南
岸
海
域
に
お
け
る
対
馬
島
の
海
民
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
長
節
子
の

一
連
の
研
究
に
詳
し
い
〔
長
一
九
八
七
・
二
〇
〇
二
〕。
本
論
で
後
述
す
る
よ
う
に
、

『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
な
ど
の
朝
鮮
史
料
を
駆
使
し
て
、
孤
草
島
釣
魚
禁
約
や
海
民
な

ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
た
だ
し
対
馬
島
内
に
お
け
る
漁
業
に
つ
い
て
の
記
述

は
乏
し
い
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
、
対
馬
島
周
辺
海
域
（
一
章
）
お
よ

び
朝
鮮
半
島
南
岸
海
域
（
二
章
は
慶
尚
道
、
三
章
は
全
羅
道
）
の
双
方
に
つ
い
て
、

対
馬
島
の
海
民
の
漁
法
や
漁
獲
物
、
漁
場
の
確
保
（
二
・
三
章
）
な
ど
を
具
体
例
を

挙
げ
な
が
ら
論
じ
て
い
き
た
い
。
前
者
の
海
域
に
つ
い
て
は
宮
本
・
佐
伯
、
後
者
の

海
域
に
つ
い
て
は
長
の
研
究
に
、
多
く
を
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
対
馬
の
海
民

の
漁
業
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、本
稿
の
作
業
は
意
義
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

中
世
に
つ
い
て
は
、
そ
の
史
料
の
制
約
か
ら
、
漁
業
の
内
実
を
具
体
的
に
示
す
こ

と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
対
馬
島
に
つ
い
て
は
、
現
代
（
敗
戦
後
）
の
漁
法
と
漁
獲
物

に
つ
い
て
紹
介
し
た
上
で
、
中
世
ま
で
遡
る
漁
法
に
つ
い
て
中
世
史
料
に
よ
っ
て
論

じ
て
い
く
。
朝
鮮
半
島
南
岸
海
域
に
つ
い
て
は
、『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
を
主
要
な
史

料
と
し
て
論
じ
て
い
く
が
、
同
書
に
は
漁
獲
物
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
朝
鮮

王
朝
が
編
纂
し
た
地
誌
な
ど
に
よ
っ
て
補
充
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
中
世
日
本
の
漁
業
史
に
関
し
て
は
、
近
年
は
環
境
史
や
生
業
史
の
分
野

か
ら
の
研
究
、
特
に
琵
琶
湖
を
舞
台
に
し
た
研
究
が
急
速
に
進
展
し
て
い
る
。

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
に
勤
務
す
る
橋
本
道
範
は
、
自
然
環
境
と
人
間
と
の
関
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係
を
軸
と
し
た
村
落
論
を
展
開
し
、
エ
リ
漁
業
権
や
、「
水
辺
」
の
環
境
と
生
業
、

琵
琶
湖
の
フ
ナ
属
の
首
都
京
都
に
お
け
る
消
費
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
〔
橋
本

二
〇
一
五
〕。
佐
野
静
代
は
、
琵
琶
湖
の
自
然
環
境
に
着
目
し
て
中
世
堅
田
の
漁
撈

活
動
を
考
察
し
、
陸
域
と
水
域
と
の
推
移
帯
（
エ
コ
ト
ー
ン
）
と
し
て
の
沿
岸
域
の

み
な
ら
ず
、
沖
合
の
深
水
域
を
小
糸
網
と
延
縄
漁
の
技
術
に
よ
っ
て
中
世
前
期
以
来

独
占
的
漁
場
と
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
〔
佐
野
二
〇
一
七
〕。

春
田
直
紀
は
、
全
体
史
の
方
法
と
し
て
の
生
業
論
を
提
起
し
、
資
源
所
有
論
、
生

業
保
障
論
、
生
業
村
落
論
、
資
源
の
社
会
循
環
論
を
展
開
す
る
〔
春
田
二
〇
一
八
〕。

春
田
は
若
狭
湾
沿
岸
の
海
村
を
主
た
る
分
析
対
象
と
し
て
い
る
が
、
水
界
の
環
境
に

応
じ
た
網
漁
の
分
化
（
魚
の
進
路
を
遮
断
す
る
網
漁
法
、魚
群
を
囲
い
込
む
網
漁
法
）

や
水
界
に
お
け
る
所
有
権
の
発
生
と
資
源
管
理
、
網
場
漁
業
の
成
立
や
、
中
世
海
村

の
生
業
暦
な
ど
を
論
じ
て
い
る
。

白
水
智
は
、
中
世
以
降
、
山
野
河
海
の
資
源
を
め
ぐ
る
競
合
関
係
が
激
し
く
な
っ

て
く
る
と
し
、
漁
業
権
の
変
化
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
〔
白
水
一
九
九
二
・
二
〇
〇
一
・

二
〇
一
八
〕。
鎌
倉
時
代
の
若
狭
国
や
肥
前
国
の
沿
海
部
に
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
は
、

漁
場
や
漁
法
を
め
ぐ
る
取
り
決
め
が
大
ま
か
な
も
の
か
ら
次
第
に
具
体
的
・
詳
細
な

も
の
へ
と
変
化
し
て
お
り
、
そ
こ
に
漁
業
を
め
ぐ
る
知
識
・
技
術
の
高
度
化
が
如
実

に
表
れ
て
い
る
と
い
う
〔
白
水
二
〇
一
八
、
二
五
九
〜
二
六
〇
頁
〕。

本
稿
の
対
象
と
す
る
対
馬
島
周
辺
や
朝
鮮
半
島
南
岸
の
海
域
に
お
い
て
も
、
こ
う

し
た
近
年
の
諸
研
究
と
の
接
点
を
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
琵
琶
湖
や
若
狭
湾
沿
岸

は
相
論
を
め
ぐ
る
史
料
が
豊
富
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
対
馬
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
は

皆
無
で
あ
り
、
残
念
な
が
ら
同
次
元
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
に
お
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
地
域
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
対
馬
周
辺
や
朝
鮮
半
島
南
岸
の
海
域
に

お
け
る
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

❶
対
馬
島
周
辺
海
域
に
お
け
る
漁
業

本
章
で
は
、対
馬
島
の
海
民
が
、対
馬
島
内
に
お
い
て
、ど
の
よ
う
な
漁
業
を
行
っ

て
い
た
の
か
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
ま
ず
現
代
（
敗
戦
後
）
の
漁
法
と
漁
獲
物

を
概
観
し
た
後
、
中
世
史
料
に
即
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
一
）
現
代
の
漁
法

（
ア
）
宮
本
常
一
の
調
査
（
一
九
五
〇
年
代
）

前
述
し
た
よ
う
に
、
対
馬
の
漁
業
に
つ
い
て
は
、
宮
本
常
一
が
大
き
な
成
果
を
挙

げ
て
い
る
。
宮
本
は
、
一
九
五
〇
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
三
八
日
、
一
九
五
一

年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
三
四
日
、
合
計
七
二
日
、
対
馬
に
滞
在
し
て
調
査
に
あ

た
っ
た
。
そ
の
間
に
四
一
の
集
落
を
訪
ね
て
、
聞
き
取
り
や
古
文
書
の
筆
写
な
ど
の

調
査
を
行
っ
て
い
る
〔
宮
本
一
九
八
三
、
三
七
七
〜
三
八
〇
頁
〕

宮
本
の
著
書
の
第
四
章
「
漁
村
の
現
状
」
は
、集
落
と
し
て
は
、曲
浦
、浅
藻
（
豆

酘
村
に
属
す
）、
伊
奈
、
木
坂
お
よ
び
久
原
・
鹿
見
を
取
り
上
げ
て
い
る
〔
宮
本

一
九
八
三
〕。
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
の
漁
法
や
漁
獲
物
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。

曲
浦
に
つ
い
て
は
、
男
の
漁
業
は
多
種
多
様
な
漁
業
が
行
わ
れ
て
き
た
と
し
、
イ

ワ
シ
地
曳
お
よ
び
イ
ワ
シ
船
曳
網
、
ブ
リ
建
網
、
釣
漁
と
し
て
ノ
ベ
ナ
ワ
（
ブ
リ
を

と
る
ブ
リ
ナ
ワ
、
タ
イ
を
と
る
タ
イ
ナ
ワ
）
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ワ

ビ
や
サ
ザ
エ
を
と
っ
て
い
た
海
女
に
つ
い
て
も
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

伊
奈
の
本
戸
の
参
加
す
る
漁
業
は
、
採
藻
と
網
漁
業
で
あ
る
。
前
者
は
、
ア
マ
ノ

リ
・
ワ
カ
メ
・
ヒ
ジ
キ
・
フ
ノ
リ
・
ア
ラ
メ
・
カ
ジ
メ
・
ツ
ノ
マ
タ
・
肥
料
藻
を
採

取
す
る
。
後
者
の
捕
獲
対
象
は
イ
ル
カ
で
あ
り
、
伊
奈
湾
に
追
い
込
ん
だ
イ
ル
カ
に

対
し
て
建
切
網
を
使
用
し
た
。
伊
奈
の
茂
江
に
は
鯨
納
屋
が
お
か
れ
、
他
国
ま
た
は

曲
の
者
が
捕
鯨
に
従
事
し
た
。
ま
た
一
本
釣
（
イ
カ
ツ
リ
）
と
ノ
ベ
ナ
ワ
（
主
に
タ

イ
を
と
る
）
と
い
う
釣
魚
も
行
わ
れ
て
い
た
。

木
坂
は
、
ア
オ
サ
・
ヒ
ジ
キ
・
カ
ジ
メ
・
ワ
カ
メ
・
テ
ン
グ
サ
・
肥
料
藻
の
採
藻

が
行
わ
れ
、
ア
ワ
ビ
・
サ
ザ
エ
・
ト
コ
ブ
シ
・
ウ
ニ
の
貝
類
を
採
取
し
て
い
る
。
網

は
、
イ
ワ
シ
地
引
網
、
カ
ジ
キ
リ
（
ス
ズ
メ
ダ
イ
）
を
捕
る
た
め
の
ヨ
ツ
バ
リ
網
、
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も
と
ヒ
ラ
ス
を
捕
る
網
で
あ
っ
た
オ
リ
コ
網
、
タ
カ
ソ
ウ
と
い
う
魚
な
ど
を
捕
る
ク

ロ
イ
オ
サ
シ
ア
ミ
（
刺
網
）（
ク
ロ
イ
オ
建
網
と
も
い
う
）、
イ
サ
キ
を
捕
る
る
イ
サ

キ
サ
シ
ア
ミ
（
タ
タ
キ
ア
ミ
と
も
い
う
）、
イ
ワ
シ
が
多
く
入
る
ハ
リ
キ
リ
ア
ミ
を

使
用
し
て
い
た
。
宮
本
は
、
木
坂
は
古
い
漁
業
の
形
態
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
地

と
評
し
、
ま
た
入
合
か
せ
ぎ
や
共
同
か
せ
ぎ
が
な
い
こ
と
か
ら
、
百
姓
漁
の
も
っ
と

も
単
純
な
形
で
あ
っ
た
と
み
て
い
る
〔
宮
本
一
九
八
三
、
三
五
三
・
三
六
五
頁
〕。

ま
た
対
馬
島
外
か
ら
進
出
し
て
き
た
漁
民
の
系
譜
を
引
く
集
落
も
あ
る
。
宮
本
に

よ
れ
ば
、
文
化
年
間
以
後
、
現
在
の
山
口
県
域
の
釣
漁
師
た
ち
が
対
馬
へ
進
出
し
た

と
い
う
。
浅
藻
―
小
浅
藻
に
は
、山
口
県
大
島
郡
久
賀
町
の
漁
民
た
ち
が
定
着
し
た
。

彼
ら
は
一
本
釣
で
知
ら
れ
、
鯛
釣
を
主
と
し
て
い
た
。
中
浅
藻
で
は
、
山
口
県
大
島

郡
白
木
村
（
現
周
防
大
島
町
）
に
属
し
た
沖お
き

家か

室む
ろ

島し
ま

の
漁
民
ら
が
ブ
リ
釣
を
行
っ
た
。

調
査
時
点
の
小
浅
藻
・
中
浅
藻
に
お
い
て
も
一
本
釣
が
約
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、

延
縄
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
網
漁
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
だ
と
い
う
。

久
原
と
鹿
見
は
、
寄
留
者
の
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
久
原
の
本
戸
は
採
藻
を
中

心
に
し
、
ワ
カ
メ
・
テ
ン
グ
サ
・
フ
ノ
リ
・
ヒ
ジ
キ
を
採
取
し
た
。
寄
留
者
は
、
一

本
釣
や
ノ
ベ
ナ
ワ
漁
を
行
っ
て
い
る
。
鹿
見
の
本
戸
は
採
藻
や
網
漁
が
行
わ
れ
て
い

る
が
、
寄
留
者
が
多
く
入
り
込
ん
で
い
る
た
め
古
い
漁
業
が
著
し
く
く
ず
れ
て
い
る

と
い
う
〔
宮
本
一
九
八
三
、
三
七
二
頁
〕。
寄
留
者
の
大
半
は
漁
業
に
従
事
し
、
ナ
ガ

シ
網
を
主
に
使
用
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
一
口
に
対
馬
と
い
っ
て
も
、
各
集
落
に
お
い
て
多
様
な
漁
業
が
展
開

し
、
漁
法
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
多
く
の
集
落
は
採
藻
と
網
漁
を
主

と
し
て
い
る
が
、
寄
留
者
や
そ
の
系
譜
を
ひ
く
集
落
は
一
本
釣
を
行
っ
て
い
る
。

（
イ
）
田
畑
久
夫
の
調
査
（
一
九
八
〇
年
代
）

宮
本
の
調
査
の
後
、
歴
史
地
理
学
の
研
究
者
で
あ
る
田
畑
久
夫
が
、
対
馬
に
お
け

る
伝
統
漁
業
の
変
貌
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
田
畑
が
厳
原
町
漁
業
協
同
組
合
資
料

か
ら
作
成
し
た
、
一
九
八
四
年
度
に
お
け
る
「
厳
原
町
漁
業
種
類
別
漁
獲
表
」
に
よ

れ
ば
、
漁
法
と
魚
種
は
、
表
1
の
よ
う
に
対
応
す
る
〔
田
畑
一
九
八
七
、
一
九
〇
頁
〕。

田
畑
に
よ
れ
ば
、
右
の
漁
法
は
①
網
漁
（
刺
網
・
地
曳
網
・
曳
網
な
ど
）、
②
釣

魚
（
一
本
釣
・
飼
付
漁
業
な
ど
）、
③
潜
水
漁
法
（
採
貝
藻
漁
業
）
に
分
類
さ
れ
る
。

全
漁
獲
高
三
二
億
四
七
六
九
万
二
千
円
の
う
ち
、
一
本
釣
は
五
割
近
く

（
一
五
億
一
二
一
〇
万
四
千
円
、
四
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
占
め
、
厳
原
町
の
水

産
業
の
中
心
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
漁
獲
量
自
体
は
多
く
は
な
い
も
の
の
、
潜
水
漁

漁　　法 魚　　種

刺網　磯刺網
         すくい網
         刺網
地曳網
小型定置網
しいら漬漁業
飼付漁業
一本釣
曳縄 
採貝藻漁業

雑魚
キビナゴ
トビウオ
キビナゴ
ヤズ，ヒラス，イカ
シイラ，ヒラゴ
ブリ，ヒラス，タイ
剣先イカ，スルメイカ，ブリヒラス，タイ，雑魚
ヨコワ，カツオ
アワビ，サザエ，ウニ，ガゼ，殻付ウニ，ヒジキ，天草，板ウニ

業
の
比
率
が
高
い
。
ア
ワ
ビ
・
サ

ザ
エ
が
高
値
で
売
買
さ
れ
る
こ
と

に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
田
畑

は
、
一
本
釣
は
、「
漁
船
や
釣
針
・

釣
糸
な
ど
の
漁
具
が
、
明
治
時
代

以
降
の
西
洋
か
ら
の
技
術
導
入
に

よ
っ
て
改
良
が
進
め
ら
れ
、
そ
の

結
果
漁
獲
量
が
急
増
す
る
よ
う
に

な
っ
た
」
の
に
対
し
、
潜
水
漁
業

は「
古
代
か
ら
の
伝
統
的
漁
法
を
、

現
在
ま
で
保
持
し
、
操
業
を
実
施

し
て
き
た
」
と
評
し
て
い
る
〔
田

畑
一
九
八
七
、
一
九
〇
頁
〕。

ま
た
田
畑
は
、
曲
集
落
の
調
査

を
行
っ
て
い
る
。
調
査
時
点
の
戸

数
は
一
五
二
戸
で
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
の
家
が
潜
水
漁
業
す
な
わ
ち

「
ア
マ
」
漁
業
に
従
事
し
て
い
る
。

実
際
に
潜
水
を
す
る
の
は
女
性
に

限
ら
れ
、
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ー
ツ
な
ど

は
着
用
せ
ず
、「
裸
モ
グ
リ
」
に

表１　厳原町漁業種類別漁獲表（1984 年度）

（注）〔田畑 1987，190 頁，第 2表〕より抜粋。



と（年
々
）しゝ

ゝ
の
あ（網
）ミ

の
よ（
用
途
）

う
と
う
ハ
弐
拾
貫
文
そ
の
さ（沙
汰
）た候

へ
と
も
、
い（今
）ま

ハ
あ

ミ
一
て（帖
） うの

ほ
か
ハ
さ（沙
汰
）たな（無
）き

あ（間
）ひ

た
、
拾
貫
の
ほ
か
ハ
な（
難
治
）

ん
ち
た
る
へ
き
よ
（
由
）

し
、
な（嘆
）け

き
申
る
ゝ
う
へ
ハ
、
い
ま
一
て（帖
）う

ふ（分
）ん

の
よ（
用
途
）

う
と
う
の
事
、
あ（網
）ミ

を

ひ（曳
）か

さ
る
う
へ
ハ
、
御
め（免
）ん

あ
る
へ
き
よ
し
候
也
、
一
て（帖
）う

ふ（分
）ん

ハ
け（
懈
怠
）

た
い

な（無
）く

さ（沙
汰
）たし

し（進
）ん

せ
ら
る
へ
き
よ （由
） し候
、
そ（
存
知
） 

ん
ち
せ
ら
る
へ
く
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

嘉
（
一
三
二
七
） 

暦
二

　
　
　
　
　

正
月
十
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祐
円
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
房
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

大
山
伴
田
次
郎
殿
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よ
る
操
業
を
続
け
て
い
る
。
田
畑
が
厳
原
町
漁
業
協
同
組
合
曲
支
所
で
聞
き
取
っ
た

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ウ
エ
ッ
ト
ス
ー
ツ
・
足
ひ
れ
・
酸
素
ボ
ン
ベ
な
ど
を
着
用
す
る

と
、
深
い
と
こ
ろ
ま
で
の
潜
水
が
可
能
で
、
一
度
に
多
く
の
漁
獲
が
期
待
で
き
る
が
、

ア
ワ
ビ
・
サ
ザ
エ
な
ど
の
乱
獲
が
進
ん
で
し
ま
い
、
資
源
が
枯
渇
し
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
る
た
め
、禁
止
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
〔
田
畑
一
九
八
七
、
一
九
一
〜
一
九
三
頁
〕。

資
源
を
保
護
す
る
た
め
、
漁
法
が
規
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

曲
で
は
、
イ
カ
・
ブ
リ
な
ど
の
一
本
釣
、
ト
ビ
ウ
オ
・
キ
ビ
ナ
ゴ
の
刺
網
も
主
要

な
収
入
源
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
漁
業
は
男
性
が
従
事
し
て
い
る
。
曲
の
典
型

的
な
漁
家
は
、
妻
が
「
ア
マ
」
漁
業
、
夫
が
刺
網
あ
る
い
は
一
本
釣
と
い
う
漁
獲
パ

タ
ー
ン
を
と
っ
て
い
る
〔
田
畑
一
九
八
七
、
一
九
三
頁
〕。

以
上
、
現
代
の
対
馬
の
漁
法
と
漁
獲
物
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
基
に
述
べ
て
き

た
。
尚
、『
新
対
馬
島
誌
』
に
は
、
佐
野
の
鰯
網
や
捕
鯨
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
〔
新
対
馬
島
誌
編
集
委
員
会
一
九
六
四
〕。

（
二
）
中
世
の
漁
業

（
ア
）
網
漁
と
網
人

（
一
）
で
み
た
よ
う
に
、
現
代
の
対
馬
に
お
い
て
は
、
集
落
ご
と
に
多
様
な
漁
法

を
採
用
し
て
お
り
、相
対
的
に
み
る
と
網
漁
や
潜
水
漁
法
の
占
め
る
比
重
は
小
さ
い
。

だ
が
対
馬
に
残
さ
れ
た
中
世
文
書
に
は
、
網
漁
と
海
士
・
海
女
に
関
す
る
記
述
が
散

見
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
漁
法
が
中
世
に
ま
で
遡
る
の
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の
点

を
文
書
に
即
し
て
、
具
体
的
に
述
べ
て
い
こ
う
。

ま
ず
大お
や
ま山

小
田
文
書
を
取
り
上
げ
た
い
。
大
山
小
田
文
書
は
、
対
馬
の
与
良
郷
大

山
村
（
対
馬
市
美
津
島
町
大
山
）
の
給
人
小
田
家
に
伝
来
し
た
文
書
で
あ
り
、現
在
、

長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
が
所
蔵
し
て
い
る
。
同
文
書
は
、
佐
伯
弘
次
・
有

川
宜
博
に
よ
っ
て
、
編
年
の
か
た
ち
で
四
八
通
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
〔
佐
伯
・
有
川

二
〇
〇
二
〕（
以
下
の
文
書
番
号
は
、
同
紹
介
に
よ
る
）。

大
山
村
は
、
浅
茅
湾
の
東
側
に
面
す
る
集
落
で
あ
る
。
海
の
領
主
（
在
地
領
主
）

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
大
山
氏
は
、
大
山
伴
田
氏
と
も
称
し
、
戦
国
時
代
に
は
小
田

氏
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
。

別
稿
に
お
い
て
、
領
主
に
よ
る
課
役
と
い
う
視
点
か
ら
同
文
書
を
検
討
し
た
〔
関

二
〇
一
二
〕。
本
稿
で
は
、
漁
法
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

同
文
書
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
時
代
末
期
、
対
馬
守
護
・
地
頭
で
あ
る
少
弐
氏
は
、
大

山
氏
に
対
し
て
、
年
貢
（
塩
）・
網
の
用
途
（
銭
）・
公
事
の
三
つ
を
賦
課
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、
大
山
氏
が
掌
握
し
て
い
た
百
姓
が
、
製
塩
・
漁
業
・
交
易
を
生
業
と

し
て
い
る
海
民
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
〔
関
二
〇
一
二
、
八
二
〜
八
六
頁
〕。

次
に
掲
げ
る
□
房
・
祐
円
連
署
書
状
（「
大
山
小
田
文
書
」
二
号
）
は
、「
網
の
用

途
」
と
い
う
網
漁
へ
の
賦
課
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

大
山
伴
田
次
郎
は
、
年
々
の
網
の
用
途
と
し
て
毎
年
二
〇
貫
文
（
網
二
帖
分
）
を
少

弐
氏
に
納
入
し
て
い
た
。
し
か
し
現
在
は
網
一
帖
分
は
曳
い
て
い
な
い
（
操
業
し
て



い
（
今
五
島
）

ま
五
た
う
の
へ
（
弁
財
使
）

ん
さ
い
し
并
ニ
あ（網
）ミ

人
ら

一
人　

さ
う
五
郎

一
人　

又
五
郎

一
人　

四
郎

一
人　

け
ん
二
郎

一
人　

ミ
ヤ
ハ
う

一
人　

ふ
く
ら
た
ゆ
ふ

一
人　

へ
い
三
郎

一
人　

む
ま
の
太
郎

一
人　

す
け
二
郎

一
人　

三
郎
大
郎
等
を　

あ（
預
）

つ
け
ま（
進
）

い
ら
せ
候
、
恐
々
謹
言
、　

　
　

貞（一
三
六
六
）

治
五　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

十
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
（
宗
経
茂
）

慶
（
花
押
）

　
　

大
山
く（
宮
内
左
衛
門
） 

な
い
さ
へ
も
ん
尉
殿
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い
な
い
）
の
で
、
一
帖
分
の
十
貫
文
は
納
入
で
き
な
い
と
訴
え
た
。
そ
の
主
張
が
認

め
ら
れ
、
網
一
帖
分
の
用
途
が
免
除
さ
れ
た
。
こ
の
網
は
、
大
山
氏
が
所
有
し
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
、
在
地
領
主
大
山
氏
が
網
漁
を
経
営
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
網
人
は
、
大
山
氏
の
所
有
す
る
網
を
使
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
網
人
の
漁
獲
物

は
、
銭
に
換
え
ら
れ
た
。
少
弐
氏
は
、
そ
の
網
一
帖
に
つ
き
十
貫
文
の
税
を
賦
課
し

て
い
た
。
佐
伯
弘
次
は
、
当
時
の
対
馬
の
網
漁
は
、
一
帖
に
つ
き
年
間
十
貫
文
以
上

に
相
当
す
る
漁
獲
が
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
〔
佐
伯
一
九
九
八
、
一
二
一
〜
一
二
二

頁
〕。南

北
朝
後
期
に
な
る
と
、
網
人
の
人
数
や
名
を
、
対
馬
島
主
宗
氏
が
掌
握
し
よ
う

と
し
た
宗
経
茂
書
状
（
七
号
）
が
あ
る
。

佐
伯
弘
次
に
よ
れ
ば
、
右
の
文
書
は
、
大
山
小
田
氏
の
漁
業
経
営
に
お
け
る
人
的

基
盤
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
山
氏
は
、
漁
業
組
織
の
長
で
あ
る
弁
済
使

と
、
実
際
に
網
漁
に
従
事
す
る
網
人
の
計
十
名
を
、
対
馬
島
主
の
宗
慶
（
宗
経
茂
）

か
ら
預
け
ら
れ
て
い
た
。
大
山
氏
の
漁
業
経
営
は
、
網
を
所
有
し
、
弁
済
使
・
網
人

と
い
う
専
業
的
海
民
を
か
か
え
て
の
も
の
で
あ
っ
た
〔
佐
伯
一
九
九
八
、
一
二
二
〜

一
二
三
頁
〕。
こ
の
よ
う
な
経
営
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
継
続
し
て
い
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
実
態
と
し
て
は
、す
で
に
大
山
氏
が
彼
ら
十
人
を
抱
え
て
お
り
、

宗
慶
が
そ
れ
を
承
認
し
た
上
で
、
形
式
的
に
大
山
氏
に
預
け
る
形
を
と
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
宗
慶
は
、
大
山
氏
を
通
じ
て
、
課
役
の
賦
課
対
象
で
あ
る
海
民
＝
百
姓
の
名
・

人
数
ま
で
掌
握
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

大
山
小
田
文
書
を
み
る
限
り
、
対
馬
の
網
漁
は
、
大
山
氏
の
よ
う
な
在
地
領
主
が

経
営
主
体
と
な
り
、
専
業
的
海
民
で
あ
る
網
人
を
抱
え
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
海
村

の
百
姓
に
、
網
場
（
漁
場
）
の
領
有
権
が
あ
っ
た
（
な
い
し
は
領
有
権
を
主
張
で
き

た
）
若
狭
湾
沿
岸
〔
春
田
二
〇
一
八
〕
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
イ
）
筌
の
使
用

筌
（
う
え
、
う
け
）
は
、
川
の
流
れ
な
ど
に
仕
掛
け
て
魚
を
捕
る
道
具
で
、
竹
や

樹
皮
を
編
ん
で
筒
状
に
し
、
そ
の
一
方
を
緊
縛
し
、
他
方
に
口
を
設
け
、
水
中
に
置

い
た
り
沈
め
た
り
し
て
魚
の
進
入
を
待
つ
〔
春
田
二
〇
一
八
、
三
七
頁
。
筌
漁
の
技
術

史
に
つ
い
て
は
、
日
本
学
士
院
日
本
科
学
史
刊
行
会
一
九
五
九
〕。
対
馬
の
海
民
が
筌
を

使
用
し
て
い
る
様
子
を
、
応
永
二
七
年
（
一
四
二
〇
）
に
来
日
し
た
朝
鮮
王
朝
の
使

節
宋
希
璟
が
観
察
し
て
い
る
〔
関
二
〇
一
三
、
五
七
頁
〕。
前
年
、
朝
鮮
軍
が
対
馬
を

襲
撃
し
た
応
永
の
外
寇
（
己
亥
東
征
）
が
起
こ
っ
た
た
め
、
希
璟
は
、
対
馬
や
室
町

幕
府
と
の
関
係
修
復
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
。
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釜
山
を
出
発
し
て
対
馬
に
到
着
し
た
希
璟
一
行
は
、同
年
二
月
一
七
日
、西
泊
（
対

馬
市
上
対
馬
町
西
泊
）
に
入
っ
た
。
希
璟
は
、
西
泊
に
留
泊
し
て
風
を
待
っ
て
い
る

時
に
詠
ん
だ
八
首
を
、彼
の
詩
文
集
で
あ
る
『
老
松
堂
日
本
行
録
』
に
載
せ
て
い
る
。

八
首
の
後
半
五
首
は
、「
舟
中
雑
詠
五
首
」
と
し
て
、船
上
で
詠
ん
だ
漢
詩
で
あ
る
（
岩

波
文
庫
版
、
三
六
節
）。

　

漁
魚

子
揺
短
棹
逐
波
頭　

父
執
踈
筌
急
放
収　

中
有
炊
嫗
兼
子
抱　

捕
魚
行
賊
一
扁

舟（
子
は
短
棹
を
揺ゆ
り
て
波
頭
を
逐
い　

父
は
踈そ
筌せん
を
執
り
て
放
収
を
急
ぐ　

中

に
は
炊
嫗
の
兼また
子
を
抱
く
あ
り　

魚
を
捕
ら
え
賊
を
行
う
一
扁
舟
）

右
の
詩
は
、
対
馬
の
海
民
の
家
族
を
詠
ん
だ
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
「
魚
を
捕
ら
え

賊
を
行
う
一
扁
舟
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
対
馬
の
海
民
＝
海
賊
（
倭
寇
）

と
い
う
先
入
観
を
、
希
璟
が
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
父
親
が
、
踈
筌

を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。

ま
た
希
璟
は
、
倭
寇
に
よ
る
被
虜
中
国
人
で
あ
る
「
唐
人
」
を
題
し
た
詩
を
詠
ん

で
い
る
。

希
璟
の
船
を
見
て
、
一
人
の
倭
人
（
老
人
）
が
近
づ
い
て
き
た
。
そ
の
倭
人
は
、

小
舟
に
乗
っ
て
魚
を
捕
え
て
生
活
し
て
お
り
、
希
璟
一
行
に
魚
を
売
ろ
う
と
し
た
。

希
璟
が
舟
の
中
を
見
る
と
、
一
人
の
僧
侶
が
お
り
、
跪
い
て
食
糧
を
乞
う
た
。
希
璟

は
、
食
糧
を
与
え
、
僧
侶
の
境
遇
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
僧
侶
は
、「
自
分
は
中
国
江

南
台
州
の
小
旗
で
あ
る
が
、
二
年
前
（
一
四
一
八
年
）
に
虜
え
ら
れ
、
こ
こ
に
来
て
、

髪
を
削
ら
れ
て
奴
と
な
っ
た
。
辛
苦
に
耐
え
な
い
の
で
、
自
分
を
連
れ
て
い
っ
て
く

れ
」
と
答
え
、
涙
を
流
し
た
。
倭
人
は
、「
米
を
自
分
に
く
れ
る
な
ら
、
こ
の
僧
を

売
ろ
う
」
と
話
を
も
ち
か
け
る
。
希
璟
は
、
僧
に
対
し
、
こ
の
島
で
の
居
住
地
の
地

名
を
尋
ね
る
と
、
僧
は
「
自
分
は
転
売
さ
れ
、
こ
の
倭
人
に
随
っ
て
二
年
に
な
る
が
、

こ
の
よ
う
に
海
に
浮
か
ん
で
暮
ら
し
て
い
る
の
で
、
地
名
を
知
ら
な
い
の
だ
」
と
、

答
え
た
。
こ
う
し
た
や
り
と
り
を
踏
ま
え
て
、
希
璟
は
、
次
の
よ
う
な
詩
を
詠
ん
だ
。

被
虜
唐
僧
跪
舟
底　

哀
々
乞
食
訴
艱
辛　

執
荃
老
賊
回
頭
語　

給
米
吾
当
売
此

人（
被
虜
の
唐
僧
舟
底
に
跪
き　

哀
々
と
食
を
乞
い
艱
辛
を
訴
う　

荃
を
執
る
老

賊
は
頭
を
回
ら
し
て
語
る　

米
を
給
わ
れ
ば
吾
れ
ま
さ
に
此
の
人
を
売
る
べ
し

と
）

被
虜
唐
僧
の
哀
感
を
誘
う
境
遇
と
、
倭
人
の
「
老
賊
」
と
が
、
生
々
し
く
対
照
的

に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
被
虜
中
国
人
は
、
漁
を
す
る
海
民
で
あ
る
倭
人
の
「
老
賊
」
に
囚
わ
れ
、
漁

を
手
助
け
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
奴
」
に
な
る
際
、
髪
を
削
ら
れ
、
僧

体
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
彼
を
使
役
す
る
「
老
賊
」
は
、船
上
で
生
活
し
、荃
を
使
っ

て
い
る
。
そ
し
て
米
と
の
交
換
で
、
唐
僧
を
売
ろ
う
と
し
て
い
た
〔
関
二
〇
〇
二
、

二
五
〜
二
七
頁
・
二
〇
一
三
、
五
七
〜
五
九
頁
〕。

（
ウ
）
中
世
の
か
つ
き
め
（
海
女
）

対
馬
の
中
世
文
書
か
ら
「
か
つ
き
め
」（
潜
女
）、
す
な
わ
ち
海
女
の
存
在
が
、
確

認
で
き
る
。

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
対
馬
番
家
（
小
宮
家
）
文
書
を
み
て
お
こ
う
。
同

文
書
は
、対
馬
府
中
（
厳
原
）
藩
の
藩
士
で
あ
っ
た
番
家
に
伝
来
し
た
文
書
で
あ
り
、

岩
城
卓
二
・
小
島
道
裕
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
〔
岩
城
・
小
島
一
九
九
二
〕。

同
文
書
に
は
、「
か
つ
き
め
」
の
記
載
が
あ
る
、
二
通
の
「
は
い
と
ま
り
浦
公
事

足
百
姓
注
文
」（
Ａ‒

４
・
５
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
Ａ‒

４
を
引
用
す
る
。



　

は
（
早
留
）

い
と
ま
り
の
う（浦
）ら

の

   

く（
公
事
足
）

し
あ
し
の
百
し（
姓
）

や
う
の
ふ（分
）ん    

一
ゑ（
衛
門
）

も
ん
三
郎
め（
夫
婦
）

う
と
と
も
ニ
百   

　

し
や
う
に
て
候
、        

一
さ（
左
近
）

こ
ん
の
九
郎
か
め
う
と
と
も
ニ    

　

百
し
や
う
に
て
候
、

一
二
郎
五
郎
か
め
う
と
と
も
ニ
百  

　

し
や
う
に
て
候
、 

一
ひ
こ
五
郎
ハ
い（伊
奈
）な百

し
や
う
に
て
候
、

　

女
は（房
）う

わ
（
潜
女
）

か
つ
き
め
の
百

　

し
や
う
に
て
候
、  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
へ
い
三
郎
か
め
う
と
と
も
ニ
百

　

し
や
う
に
て
候
、

一
ほ
ち
い
わ
い
な
百
し
や
う
に
て
候
、

　

女
は
う
か
つ
き
め
の
百
し
や
う
に
て

一
二
郎
太
郎
か
め
う
と
と
も
ニ
百  

　

し
や
う
に
て
候
、

（
端
裏
書
）

　
「　
　

     　

　
　
　
　

   　

か（
主
計
）

す
へ
ニ

い（以
後
）この

た
め
に
か（書
） きお（置
）き

申

　
　
　

は
（
早
留
）

い
と
ま
り
の
う（浦
）ら

の

   　
　

く（
公
事
足
）

し
あ
し
の
百
し（
姓
）

や
う
の
ふ （
分
）ん               

一
ゑ（
衛
門
）

も
ん
三
郎
か
め（
夫
婦
）

う
と
と
も
ニ
百
し
や
う
、   　
　

             

一
さ（
左
近
）

こ
ん
の
九
郎
か
め
う
と
と
も
ニ
（
百
）

 　

　

志
や
う
に
て
候
、                            

一
二
郎
五
郎
か
め
う
と
と
も
ニ
百
し
（
や
う
）

           　
　

一
ひ
こ
五
郎
わ
い（伊
奈
）な百

し
や
う
に
て
、

   

女
は（房
）う

わ
（
潜
女
）

か
つ
き
め
の
百
し
や
う 

一
平
三
郎
か
め
う
と
と
も
ニ
百
し
や（
う
）

一
ほ
ち
い
わ
い
な
百
し
や
う
に
て
□
、
女
は
（
う
）

　

わ
か
つ
き
め
の
百
し
や
う
に
て                  　
　
　
　

            

一
二
郎
太
郎
か
め
う
と
と
も
ニ
百
し
や
（
う
）

      　
　
　

               

一
□
（
ま
カ
） こ

三
郎
か
め
う
と
と
も
ニ
百
し
や
（
う
）

一
二
郎
三
郎
か
め
う
と
と
も
ニ
百
し
や
う    　
　
　
　

                         

一
ひ
こ
三
郎
か
め
う
と
と
も
ニ
百
し
や
（
う
） 

        

　

か
の
人
数
ち（
違
）

か
い
申
候
ハ
ヽ
、
此
□

　

□
中
も
ん
お
さ
き
と
し

　

て
あ
る
へ
し
、 　

 

　
　

応 （
一
四
〇
四
）

永
十
一
□ 
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次
に
Ａ‒

５
を
掲
げ
る
。

早は
い
留と
ま
り浦
は
対
馬
島
北
部
の
東
海
岸
に
位
置
し
、
現
在
の
長
崎
県
対
馬
市
上
対
馬
町

大
字
一
重
字
南は
え
ど
ま
り

風
泊
に
比
定
さ
れ
る
〔「
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
」
編
纂
委
員
会
編
一
九

八
七
〕。
同
浦
は
、
申
叔
舟
『
海
東
諸
国
紀
』
日
本
国
紀
、
対
馬
島
に
「
和
因
都
麻

里
浦
〈
二
十
余
戸
〉」
と
の
記
載
が
あ
る
海
村
で
あ
る
。
こ
の
注
文
に
書
か
れ
た
百



は
（
早
留
）

や
と
ま
り
の
か（
潜
女
）

つ
き
め
の
事
、
せ（
先
規
）

ん
き
の
御
公
事
を
う
（
失
）

し
な
い
候
て
、
か
つ

か
ぬ
み
之
申
候
事
、
も（
勿
体
）

つ
た
い
な（無
）く

ハ
、
せ（
先
例
）

ん
れ
い
に
ま（
任
）

か
せ
て
、
御
く（
公
事
）

う
し

の
事
、
か（
堅
）

た
く
さ（催
促
）いそ

く
い（
致
）

た
さ
る
へ
く
候
、
な（
猶
）

を
も
い（
違
背
）

は
い
つ
（
仕
）

か
ま
つ
り
候

ハ
ヽ
、一
つ
さ
し
に
あ
い
か
け
候
て
、二
つ
な
か
さ
た
を
い
た
す
へ
く
候
、恐
々

謹
言
、   　

      

　
　

応（
一
四
二
四
）

永
三
十
一     　
　
　
　

                     

　

  　

 

正
月
廿
三
日　
　
　

貞
盛
（
宗
）御

判

　
　
　
　

小
宮
将
監
入
道
殿

〔
長
崎
県
史
編
纂
委
員
会
編
一
九
六
三
、
七
一
五
〜
七
一
六
頁
〕
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姓
は
、
海
民
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
〔
佐
伯
一
九
九
八
、
一

二
四
頁
〕。

二
通
の
文
書
は
、
同
一
の
内
容
を
記
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
Ａ‒

４
は
一
部

を
欠
き
、
Ａ‒

５
は
、
末
尾
を
欠
い
て
お
り
年
紀
が
な
い
。
夫
婦
十
組
が
書
き
上
げ

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
伊
奈
百
姓
で
あ
る
「
ひ
こ
五
郎
」
夫
婦
お
よ
び
「
ほ

ち
い
」
夫
婦
の
女
房
は
、「
か
つ
き
め
の
百
姓
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
文
書
を
所
有
し
て
い
た
小
宮
氏
は
、
対
馬
守
護
・
島
主
の
宗
氏
か
ら
早
留
浦

代
官
職
に
補
任
さ
れ
て
い
た
。
同
浦
は
、
宗
氏
の
直
轄
領
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

〔
佐
伯
一
九
九
八
、
一
二
四
頁
〕。
応
永
八
年
（
一
四
〇
一
）
一
〇
月
一
五
日
付
の
宗

貞
茂
知
行
充
行
状
（
Ａ‒
３
）
で
は
、
宗
貞
茂
が
小
宮
将
監
を
「
早
留
浦
代
官
職
」

に
補
任
し
て
い
る
。
同
様
に
、
応
永
二
八
年
（
一
四
二
一
）
一
二
月
二
三
日
付
の
宗

貞
盛
知
行
預
け
状
（
Ａ‒

６
）
で
は
、
宗
貞
盛
が
小
宮
主
計
允
を
「
は
や
と
ま
り
の

代
官
職
」
に
補
任
し
て
い
る
。

早
留
浦
の
百
姓
た
ち
は
、
前
述
し
た
交
名
（
名
簿
）
を
作
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
宗

氏
に
公
事
を
納
め
る
百
姓
（
公
事
足
百
姓
）
と
し
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。『
宗
家
判
物
写
』「
享
禄
年
迄
馬
廻
御
判
物
帳
」
に
は
、
次
の
文
書
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
現
在
の
番
家
文
書
の
中
に
は
見
当
た
ら
な
い
〔
岩
城
・
小

島
一
九
九
二
、
一
八
一
〜
一
八
二
頁
〕。

宗
貞
盛
は
、
早
留
浦
代
官
職
の
小
宮
将
監
入
道
に
対
し
、
一
度
途
絶
え
た
早
留
浦
の

「
か
つ
き
め
」
に
対
す
る
公
事
を
、
先
例
に
従
い
納
め
る
よ
う
催
促
し
て
い
る
。

（
エ
）
曲
の
海
士

戦
後
の
曲
の
海
士
に
つ
い
て
は
、
本
章
（
一
）
に
お
い
て
既
に
述
べ
た
。「
曲
村

中
世
文
書
」
と
し
て
二
巻
六
通
の
中
世
文
書
が
現
存
し
て
お
り
（
長
崎
県
立
対
馬
歴

史
民
俗
資
料
館
寄
託
）、
佐
伯
弘
次
が
分
析
を
加
え
て
い
る
〔
佐
伯
一
九
九
八
、

一
二
七
〜
一
二
八
頁
〕。
以
下
で
は
、
佐
伯
の
分
析
に
基
づ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

中
世
の
曲
海
士
に
与
え
ら
れ
た
特
権
に
は
、
漁
業
権
と
、
公
事
の
免
除
と
が
あ
る
。

漁
業
権
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
寛
正
四
年
（
一
四
六
三
）
六
月
一
八
日
付
の
宗
茂
世
判

物
（
一
号
）
に
お
い
て
、
豆
酘
郡
主
宗
茂
世
か
ら
豆
酘
郡
一
円
で
の
「
あ
ミ
ひ
き
」

す
な
わ
ち
網
漁
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
一
〇
月

一
七
日
付
の
宗
盛
直
判
物
（
二
号
）
は
、し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
史
料
で
あ
る
が
〔
田

畑
一
九
八
七
、一
九
四
頁
〕、
守
護
代
宗
盛
直
か
ら
、
阿
須
を
は
じ
め
と
す
る
浦
々
や

「
八
海
」
す
な
わ
ち
対
馬
全
島
の
網
漁
が
承
認
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
網
漁
業
権

は
こ
の
文
書
以
前
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
改
め
て
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
阿
須
は
、
曲
の
内
湾
と
な
っ
て
い
る
湾
の
こ
と
で
あ
る
〔
田
畑
一
九
八
七
、

一
九
四
頁
〕。

ま
た
宮
本
常
一
が
紹
介
し
た
天
正
八
年（
一
五
八
〇
）九
月
一
一
日
付
の
文
書（
宗

義
純
が
海
士
所
に
あ
て
た
定
書
か
）
に
は
、
海
士
が
「
八
海
」（
対
馬
全
島
の
海
域
）

で
「
海
鹿
」（
イ
ル
カ
）
漁
を
す
る
時
は
、
公
領
・
私
領
を
問
わ
ず
免
許
す
る
旨
は
、
宗

義
純
の
判
形
に
よ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。〔
宮
本
一
九
八
三
、
五
四
〜
五
五
頁
〕。



　
　
　
　

 

い
る
か
の
う（浦
）ら

の
も
の
ゝ
事
、
十
こ（喉
）ん

ニ
五
こ
ん
ハ
く（公
方
カ
）

は
う
物
た
る

へ
く
候
、
か（
堅
）

た
く
さ（
催
促
）

い
そ
く
あ
る
へ
く
候
、

八
か（海
）い

の
大
も（物
）の

ゝ
事
、
か（
堅
）

た
く
さ（
催
促
）

い
そ
く
あ
る
へ
き
条
、        　

  

一
所　

の（濃
部
）ふ         　

 

一
所　

か（鴨
居
瀬
）

も
せ       　
　

  

一
所　

た（竹
）け

の
浦      　

    

一
所　

わ（和
多
）たの

浦       　
　

   　

             　
　
　
　
　

        　

          　

 

の
事
、
せ（
先
々
）

ん
ゝ
ゝ
の
法
の
ま
ゝ
さ（沙
汰
）たあ

る
へ
く
候
、
も
し
ふ（無
沙
汰
）

さ
た
の
と（
輩
） 

も
か
ら

に
お
ゐ
て
ハ
、
さ（
罪
科
）

い
く
わ
あ
る
へ
き
状
如
レ
件
、　　
　
　
　

　
　

応（一
四
〇
四
）

永
十
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

十
二
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
（
宗
貞
茂
）

永
（
花
押
）

　
　
　
　

大
山
宮
内
入
道
殿
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こ
の
文
書
を
基
に
し
て
、
宮
本
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

彼
ら
は
浦
々
に
イ
ル
カ
が
入
っ
た
と
き
く
と
す
ぐ
さ
ま
か
け
つ
け
て
湾
内
に
追

い
こ
み
、
網
を
は
り
、
こ
れ
を
突
き
に
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
際
浦
人
を

人
夫
に
使
用
す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
た
。
当
時
海
は
公
領
と
私
領
に
分
れ
て
い

た
。
宗
氏
の
所
有
す
る
土
地
の
地
先
は
公
領
で
あ
り
、
地
方
給
人
の
領
地
の
地

先
は
私
領
で
あ
っ
た
が
、か
か
る
際
の
人
夫
の
出
動
は
公
私
を
問
わ
な
か
っ
た
。

〔
宮
本
一
九
八
三
、
五
五
頁
〕

海
士
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
宗
盛
直
判
物
（
二
号
）
に
は
「
京
進
の
御

公
事
」
と
「
そ
の
外
時
々
の
御
さ
か
な
」
の
「
御
ち
そ
う
（
馳
走
）」
が
み
え
る
。

海
産
物
の
宗
氏
へ
の
上
納
が
主
た
る
義
務
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
〔
佐
伯
一
九
九
八
、

一
二
八
頁
〕。

曲
の
海
士
に
は
、
筑
前
国
鐘
崎
か
ら
来
島
し
た
漁
民
と
の
伝
承
が
あ
る
。
宮
本
常

一
は
、
右
で
み
た
曲
の
海
士
は
鐘
崎
の
漁
民
と
の
認
識
を
持
ち
〔
宮
本

一
九
八
三
、
二
七
頁
〕、
右
の
引
用
も
鐘
崎
海
士
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
鐘
崎
漁
民

は
寛
正
六
年
よ
り
も
以
前
に
、
対
馬
島
沿
岸
一
円
の
漁
業
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に

な
り
、
宮
本
は
、
こ
の
よ
う
な
広
大
な
漁
業
上
の
権
利
の
た
め
、
一
つ
の
土
地
に
定

住
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
と
み
て
い
る
〔
宮
本
一
九
八
三
、
五
五
頁
〕。
こ
の
漁
民

た
ち
が
曲
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
少
な
く
と
も
元
禄
年
間
以
降
と
し
、
対

馬
に
お
け
る
文
書
で
、
海
士
の
上
に
「
曲
り
」
と
記
し
た
も
の
（「
曲
り
海
士
」
と

い
う
表
記
）
は
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
で
あ
る
た
め
、
享
保
年
間
を
定
住
年
代

と
し
て
い
る
〔
宮
本
一
九
八
三
、
二
七
・
一
二
〇
頁
〕。

（
オ
）
漁
獲
物

再
び
大
山
小
田
文
書
に
目
を
移
そ
う
。
大
山
氏
は
、宗
貞
茂
か
ら
「
八
か
い
（
海
）

の
大
も
の
（
物
）」
が
立
つ
時
に
は
、
そ
の
取
り
沙
汰
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
応
永
一
一
年
（
一
四
〇
四
）
一
二
月
二
〇
日
付
の
宗
貞
茂
書
下
（
一
九
・

二
〇
号
）
に
み
え
る
。
こ
の
う
ち
二
〇
号
文
書
を
、
次
に
掲
げ
る
。

差
出
の
「
正
永
」
は
、
宗
貞
茂
の
法
名
で
あ
る
。「
八
か
い
（
海
）」
と
は
対
馬
八
郡

（
対
馬
全
島
）
の
海
域
を
意
味
し
、「
大
も
の
（
物
）」
と
は
海
豚
（
イ
ル
カ
）
や
マ

グ
ロ
な
ど
の
大
型
の
海
中
生
物
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
海
豚
に
つ
い
て
は
、
一
〇

喉
に
五
喉
は
公
方
物
と
あ
る
。
公
方
物
は
島
主
宗
氏
へ
の
上
納
物
と
思
わ
れ
、
漁
獲

高
の
五
割
は
島
主
宗
氏
に
上
納
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
大
型
漁
獲

物
の
半
分
は
、
宗
氏
に
上
納
す
る
と
い
う
原
則
が
あ
り
、
大
山
氏
は
宗
氏
の
代
官
と

し
て
そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
〔
佐
伯
一
九
九
八
、
一
二
三
頁
。

佐
伯
・
有
川
二
〇
〇
二
、
九
六
頁
〕。



八
海
の
大
物
之
事
、
代
々
任
二
御
成
敗
之
旨
、一
可
レ
被
二
催
促
、一
若
又
違
乱
方
、

守
二
先
規
一
可
レ
有
二
其
沙
汰
、一
但
二
（
仁
）位

郡
之
事
、
先
立
侭
可
二
申
談
、一
仍
状
如

レ
件
、                            　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                

　
　
　
　

八
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞 （
宗
）国（

花
押
）

            

小
田
豊
前
守
殿
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［中世対馬の海民の日朝海域における漁業］……関 周一

年
未
詳
八
月
二
二
日
付
の
宗
貞
国
書
下
（
三
一
号
）
で
は
、
限
り
あ
る
公
事
に
つ

い
て
は
先
規
を
守
っ
て
勤
仕
す
る
こ
と
、
年
未
詳
八
月
二
二
日
付
の
宗
貞
国
書
下

（
三
二
号
）
で
は
「
八
海
の
大
物
」
は
代
々
御
成
敗
の
旨
に
任
せ
る
こ
と
を
催
促
さ

れ
て
い
る
。
三
二
号
文
書
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

崎
県
史
』
史
料
編
第
一
所
収
の
『
宗
家
判
物
写
』
か
ら
紹
介
し
て
い
る
〔
佐
伯

一
九
九
八
、
一
三
一
頁
、注
（
25
）〕
が
、原
本
は
、佐
伯
が
執
筆
し
た
『
上
対
馬
町
誌
』

史
料
編
に
所
収
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
紹
介
し
た
い
。
い
ず
れ
も

一
六
世
紀
末
の
天
正
年
間
頃
と
み
ら
れ
る
文
書
で
あ
る
。

大
浦
一
泰
家
文
書
の
年
未
詳
七
月
十
日
付
の
宗
一
鴎
〈
義
調
〉
書
状
（
一
三
九
号
）

で
は
、
直
勝
（
比
田
）
中
務
少
輔
・
大
浦
下
野
守
・
大
浦
左
近
助
に
対
し
て
、「
賊
船
」

な
ど
に
備
え
て
「
釣
船
等
も
用
心
肝
要
候
」
と
指
示
し
て
い
る
。

大
浦
隆
典
家
文
書
の
年
未
詳
卯
月
二
日
付
の
宗
一
鴎
〈
義
調
〉
書
状
（
四
九
号
）

に
お
い
て
、
大
浦
下
野
守
（
賢
治
）
に
対
し
「
つ
り
な
と
に
罷
出
候
す
る
船
ハ
、
用

へ
ん
し
候
て
」
と
述
べ
て
い
る
。

一
五
世
紀
に
つ
い
て
は
、
対
馬
の
海
民
に
よ
る
釣
船
は
、『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
に

頻
出
す
る
。
す
な
わ
ち
朝
鮮
半
島
南
岸
海
域
が
主
要
な
漁
場
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
二
・
三
章
で
は
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

❷
朝
鮮
慶
尚
道
海
域
に
お
け
る
対
馬
海
民
の
漁
業

次
に
朝
鮮
半
島
南
岸
海
域
に
お
け
る
漁
業
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
東
側
の

慶
尚
道
海
域
を
取
り
上
げ
る
。

（
一
）
漁
場
を
め
ぐ
る
対
馬
・
朝
鮮
間
の
交
渉

朝
鮮
王
朝
の
初
期
は
、
王
朝
は
倭
寇
の
禁
圧
を
図
る
一
方
、
日
本
か
ら
渡
航
す
る

船
に
権
益
を
与
え
て
倭
寇
を
平
和
的
な
通
交
者
ら
に
転
換
さ
せ
よ
う
と
し
た
〔
田
中

一
九
五
九
〕。
そ
の
た
め
日
本
か
ら
の
船
は
、
朝
鮮
の
港
に
自
由
に
出
入
り
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
長
節
子
は
、
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

李
氏
朝
鮮
の
ご
く
は
じ
め
の
こ
ろ
、
朝
鮮
で
は
倭
寇
を
お
さ
え
、
平
和
な
通
交

を
奨
励
す
る
た
め
に
、
日
本
か
ら
渡
航
す
る
船
は
、
使
船
で
あ
れ
、
商
船
で
あ

（
カ
）
釣
船

以
上
、
対
馬
の
中
世
文
書
や
朝
鮮
使
節
の
観
察
に
基
づ
い
て
、
中
世
対
馬
の
漁
業

に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

漁
法
で
は
、
網
漁
、
筌
の
使
用
、
潜
女
（
海
女
）・
海
士
に
よ
る
潜
水
漁
法
が
確

認
で
き
た
。
こ
の
う
ち
網
漁
に
つ
い
て
は
、
大
山
氏
の
よ
う
な
在
地
領
主
に
よ
る
経

営
が
確
認
さ
れ
、
網
人
の
名
を
島
主
宗
氏
が
把
握
し
て
い
た
。

網
漁
と
潜
水
と
で
は
漁
法
が
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
行
う
海
民
は
同
一

人
（
同
じ
海
民
集
団
）
で
は
な
く
、
別
人
（
別
の
海
民
集
団
）
で
あ
っ
た
と
み
て
よ

い
と
思
わ
れ
る
。
潜
水
に
つ
い
て
は
、
曲
の
海
民
が
、
筑
前
国
鐘
崎
か
ら
来
島
し
た

伝
承
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
、
対
馬
島
外
か
ら
来
住
し
た
海
民
が
、
か
な
り
含
ま
れ

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
に
対
し
て
、
現
代
の
対
馬
に
お
い
て
盛
ん
な
釣
魚
に
つ
い
て
は
、
対
馬
の
中

世
文
書
に
は
、
あ
ま
り
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
佐
伯
弘
次
は
、
釣
船
の
記
載
が
あ

る
二
通
の
文
書
を
紹
介
し
て
い
る
〔
佐
伯
一
九
九
八
、
一
二
四
頁
〕。
尚
、佐
伯
は
、『
長
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れ
、
漁
船
で
あ
れ
、
そ
れ
が
平
和
な
目
的
で
の
来
航
者
で
あ
る
か
ぎ
り
、
沿
岸

の
ど
の
浦
に
で
も
自
由
に
出
入
り
さ
せ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
。

そ
の
時
期
に
は
、
日
本
の
漁
船
は
朝
鮮
政
府
か
ら
な
ん
の
規
制
を
受
け
る
こ
と

も
な
く
南
朝
鮮
近
海
で
操
業
し
、
漁
獲
物
は
、
浦
々
で
朝
鮮
の
民
衆
と
自
由
に

交
易
し
う
る
状
態
に
あ
っ
た
。

〔
長
二
〇
〇
二
、
一
四
〇
頁
〕

朝
鮮
の
浦
々
で
漁
獲
物
を
交
易
し
て
い
た
船
を
、
朝
鮮
王
朝
は
興
利
倭
船
と
呼
ん

だ
。
長
に
よ
れ
ば
、
興
利
倭
船
は
魚
・
塩
と
米
穀
を
交
換
す
る
船
で
あ
っ
た
。
こ
の

船
に
乗
船
し
て
い
た
興
利
倭
人
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
貿
易
商
人
と
い

う
程
の
者
で
は
な
く
、「
平
常
は
漁
業
に
従
事
す
る
漁
民
で
、
自
ら
の
漁
獲
物
を
以
っ

て
生
命
を
維
持
す
る
に
必
要
な
米
穀
と
交
易
す
る
た
め
に
朝
鮮
へ
赴
い
た
者
」〔
長

二
〇
〇
二
、
三
五
六
頁
〕
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
対
馬
か
ら
発
遣
し
て
い
た
と
す
る
。

朝
鮮
側
は
民
営
・
官
営
の
併
存
方
式
で
興
利
倭
船
と
交
易
し
て
い
た
。

そ
の
後
、
朝
鮮
国
王
太
宗
の
初
年
に
、
興
利
倭
船
の
停
泊
す
る
浦
所
を
、
慶
尚
左

道
・
右
道
の
二
箇
所
に
限
定
し
た
。『
太
宗
実
録
』
巻
一
四
、
七
年
（
一
四
〇
七
）

七
月
戊
寅
（
二
七
日
）
条
に
よ
れ
ば
、
慶
尚
道
兵
馬
節
制
使
で
あ
っ
た
姜
思
徳
が
、

管
内
に
お
け
る
各
浦
に
お
け
る
使
節
改
善
策
を
、
王
朝
に
提
案
し
た
上
書
の
一
条
の

中
に
、「
さ
き
に
都
節
制
使
が
議
政
府
に
報
じ
て
、
慶
尚
左
右
道
の
都
万
戸
が
防
御

す
る
所
に
停
泊
さ
せ
た
」
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
箇
所
は
、
慶
尚
左
道

が
富
山
浦
（
釜
山
浦
、
現
在
の
釜
山
直
轄
市
）、
慶
尚
右
道
は
薺
浦
（
乃
而
浦
、
慶

尚
南
道
昌
原
市
鎮
海
区
齊
徳
洞
）
に
該
当
す
る
。
こ
の
制
限
に
と
も
な
い
、
日
本
か

ら
の
漁
船
の
操
業
も
右
の
二
箇
所
の
近
辺
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
み
ら

れ
る
〔
長
二
〇
〇
二
、
一
四
〇
頁
〕。

朝
鮮
近
海
へ
の
出
漁
は
対
馬
海
民
が
主
で
あ
っ
た
の
で
、
対
馬
を
統
轄
す
る
島
主

の
宗
氏
や
、
有
力
者
の
早そ
う
だ田
氏
（
も
と
倭
寇
）
は
、
再
三
、
新
漁
業
の
認
可
お
よ
び

停
泊
指
定
港
の
増
加
に
と
も
な
う
漁
場
の
拡
大
を
求
め
て
、
朝
鮮
王
朝
と
交
渉
す
る

よ
う
に
な
る〔
中
村
栄
孝
一
九
六
五
、
六
四
四
〜
六
四
七
頁
・
長
二
〇
〇
二
、
一
四
〇
頁
〕。

世
宗
元
年
（
一
四
一
九
）、
朝
鮮
軍
が
対
馬
を
襲
撃
し
た
応
永
の
外
寇
（
己
亥
東

征
）
を
境
に
、
使
送
倭
船
の
停
泊
も
二
港
に
限
ら
れ
た
。
世
宗
八
年
（
一
四
二
六
）、

対
馬
の
早
田
左
衛
門
大
郎
は
、
三
未
三
甫
羅
（
左
衛
門
三
郎
）
を
朝
鮮
に
遣
し
、
慶

尚
道
の
巨
済
島
に
農
田
一
区
を
請
い
、
慶
尚
左
右
道
の
各
浦
所
で
、
任
意
に
交
易
で

き
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
要
求
は
拒
否
さ
れ
た
が
、か
わ
り
に
慶
尚
道
の
塩
浦（
慶

尚
南
道
蔚
山
市
塩
浦
洞
）
が
入
港
場
に
追
加
さ
れ
た
（『
世
宗
実
録
』
巻
三
一
、
八

年
正
月
癸
丑
〈
一
八
日
〉
条
）。
こ
の
時
期
、対
馬
守
護
・
対
馬
島
主
は
宗
貞
盛
で
あ
っ

た
が
、
朝
鮮
王
朝
と
の
交
渉
で
は
、
も
と
倭
寇
の
頭
目
で
あ
っ
た
早
田
左
衛
門
大
郎

が
主
た
る
交
渉
を
担
っ
て
い
た
。

朝
鮮
王
朝
は
、
各
浦
所
に
倭
館
と
営
庁
を
置
い
た
。
倭
館
は
、
使
送
倭
人
た
ち
の

接
待
所
も
し
く
は
商
館
と
し
て
の
機
能
が
あ
り
〔
村
井
一
九
九
三
、
八
二
頁
〕、
営
庁

は
、
軍
官
で
あ
る
都
万
戸
が
駐
在
す
る
役
所
（
万
戸
営
）
で
あ
り
、
釜
山
浦
僉
使
（
僉

使
は
僉
節
制
使
の
略
称
。
都
万
戸
の
後
身
）
や
薺
浦
僉
使
が
い
た
。

塩
浦
開
港
の
翌
年
に
あ
た
る
世
宗
九
年
（
一
四
二
七
）、
早
田
左
衛
門
大
郎
は
使

節
を
派
遣
し
て
、
朝
鮮
王
朝
の
礼
曹
（
外
交
を
担
当
）
に
対
し
て
書
を
奉
じ
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

且
興
販
捉
魚
、
只
許
二
乃
而
浦
・
富
山
浦
両
処
、一
此
土
人
生
理
為
レ
難
、
咸
望
三

兼
許
二
固
城
・
仇
羅
梁
、一
安
心
買
売
、
以
副
二
民
望
、一

      （『
世
宗
実
録
』
巻
三
五
、
九
年
三
月
乙
卯
〈
二
七
日
〉
条
）

慶
尚
道
内
の
固
城
と
仇
羅
梁
で
の
興
販
（
交
易
）
と
捉
魚
の
認
可
を
要
請
し
て
い
る
。

礼
曹
佐
郎
李
師
孟
が
復
書
し
て
、
捉
魚
に
つ
い
て
は
慶
尚
道
（
お
そ
ら
く
監
司
）
へ

可
否
を
問
い
合
わ
せ
る
と
回
答
し
て
い
る
（『
世
宗
実
録
』
巻
三
五
、
九
年
三
月
乙

卯
〈
二
七
日
〉
条
）。
長
節
子
は
、
礼
曹
は
、
慶
尚
道
監
司
へ
問
い
合
わ
せ
、
固
城
・

仇
羅
梁
を
直
接
管
轄
す
る
現
地
の
守
令
や
万
戸
の
意
見
を
徴
し
た
も
の
と
推
測
し
て
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い
る
。
結
局
、
こ
の
時
、
両
処
の
開
放
は
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
〔
長

二
〇
〇
二
、
一
四
二
頁
〕。

長
節
子
に
よ
れ
ば
、
固
城
は
、
固
城
県
邑
治
の
南
方
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
海
岸

に
面
し
た
浦（
現
在
の
固
城
郡
固
城
邑
）の
こ
と
で
あ
る〔
長
二
〇
〇
二
、
一
四
二
頁
〕。

仇
羅
梁
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
長
は
晋
州
管
内
の
角
山
郷
に
あ
っ
た
仇
羅
梁

と
み
て
い
る
。『
世
宗
実
録
地
理
志
』
慶
尚
道
に
は
「
仇
良
梁
」
と
い
う
表
記
で
記

載
さ
れ
て
お
り
、
慶
尚
右
道
水
軍
万
戸
守
禦
所
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
晋
州
管
内
か

ら
固
城
県
内
の
蛇
梁
島
に
移
動
し
た
と
い
う
。
た
だ
し
興
販
を
す
る
に
は
陸
地
か
ら

離
れ
て
い
る
か
ら
蛇
梁
島
の
仇
羅
梁
で
は
な
い
と
、
長
は
考
え
て
い
る
〔
長

二
〇
〇
二
、
一
五
二
〜
一
五
九
頁
〕。

世
宗
一
二
年
（
一
四
三
〇
）
九
月
、
早
田
左
衛
門
大
郎
の
子
で
あ
る
六
郎
次
郎
が
、

朝
鮮
王
朝
に
書
を
送
り
、
固
城
浦
・
仇
羅
梁
に
お
け
る
興
販
（
交
易
）
の
許
可
を
求

め
て
い
る
（『
世
宗
実
録
』
巻
四
九
、
一
二
年
九
月
壬
戌
〈
二
四
日
〉
条
）。
こ
の
時

の
朝
鮮
側
の
対
応
に
つ
い
て
、『
世
宗
実
録
』
に
は
記
載
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
以

降
の
交
渉
を
考
慮
す
れ
ば
、
結
局
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
〔
長

二
〇
〇
二
、
一
四
三
頁
〕。

同
年
一
一
月
、
対
馬
島
主
で
あ
る
宗
貞
盛
が
書
を
礼
曹
に
送
り
、
加
背
梁
・
仇
羅

梁
・
豆
毛
浦
・
西
生
浦
に
お
け
る
捕
魚
を
求
め
た
が
、
朝
鮮
側
は
許
可
し
な
か
っ
た

（『
世
宗
実
録
』
巻
五
〇
、
一
二
年
一
一
月
己
亥
〈
二
日
〉
条
）。
こ
こ
で
早
田
氏
に

代
わ
っ
て
、
宗
貞
盛
が
朝
鮮
王
朝
と
の
交
渉
を
主
導
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

『
世
宗
実
録
地
理
志
』
に
よ
れ
ば
、
豆
毛
浦
は
慶
尚
道
機
張
県
内
に
あ
り
、
現
在

の
慶
尚
南
道
梁
山
郡
機
張
邑
の
豆
毛
浦
に
あ
た
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
西
生
浦
は
慶

尚
道
蔚
山
郡
内
に
あ
り
、
現
在
の
蔚
州
郡
西
生
面
の
西
生
浦
に
あ
た
る
〔
長

二
〇
〇
二
、
一
四
三
頁
〕。
一
六
世
紀
末
の
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
侵
略
の
際
、
加
藤

清
正
に
よ
り
西
生
浦
倭
城
が
築
か
れ
た
場
所
で
も
あ
る
。

世
宗
一
五
年
（
一
四
三
三
）、
宗
貞
盛
は
使
節
を
派
遣
し
て
、
加
背
梁
・
仇
羅
梁
・

豆
毛
浦
・
西
生
浦
な
ど
に
お
け
る
興
販
（
交
易
）
を
求
め
た
。
だ
が
世
宗
は
、
礼
曹

に
回
答
さ
せ
、
富
山
浦
・
乃
而
浦
・
塩
浦
の
三
処
を
既
に
許
可
し
、
販
売
に
は
十
分

で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
請
求
を
許
可
し
な
か
っ
た
（『
世
宗
実
録
』
巻
五
九
、
一
五

年
二
月
壬
子
〈
二
八
日
〉
条
）。

世
宗
一
七
年
（
一
四
三
五
）、
礼
曹
は
、
世
宗
に
対
し
て
、
次
の
史
料
に
み
る
よ

う
な
提
案
を
し
て
い
る
。

礼
曹
啓
、
対
馬
島
捕
魚
興
利
船
、
曾
許
レ
住
―二
泊
於
乃
而
浦
・
富
山
浦
・
塩
浦

等
三
処
、一
今
欲
レ
往
―二
来
―
商
―
販
於
加
背
梁
・
仇
羅
梁
等
処
、一
且
欲
下
留
二
同

類
一
人
、一
換
二
船
軍
、一
并
騎
二
釣
船
、一
勿
レ
論
二
他
境
、一
随
レ
意
釣
魚
、上
然
加

背
梁
等
処
往
来
興
販
、
固
不
レ
可
レ
聴
、
只
許
二
船
軍
換
騎
、
開
雲
浦
等
処
往
来

捕
魚
、一
従
レ
之
、

（『
世
宗
実
録
』
巻
七
〇
、
一
七
年
一
〇
月
乙
卯
〈
一
七
日
〉
条
）

対
馬
側
は
朝
鮮
に
対
し
て
、
①
既
に
開
放
さ
れ
て
い
る
三
浦
の
他
、
加
背
梁
・
仇
羅

梁
に
も
往
来
商
販
し
た
い
と
い
う
浦
所
（
停
泊
港
）
の
増
加
、
②
「
同
類
」（
こ
こ

で
は
、対
馬
か
ら
渡
航
し
た
釣
船
＝
漁
船
の
乗
員
）
一
人
を
（
人
質
と
し
て
）
留
め
、

代
わ
り
に
（
監
視
の
た
め
の
）
船
軍
（
朝
鮮
水
軍
の
兵
士
）
を
釣
船
に
同
乗
さ
せ
て
、

ど
の
海
域
で
も
自
由
に
操
業
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
の
二
点
を
求
め
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
礼
曹
は
、
①
の
加
背
梁
等
の
処
へ
の
往
来
商
販
は
許
す
べ
き
で
は
な
い

が
、
②
の
船
軍
を
同
乗
さ
せ
て
、
開
雲
浦
等
の
処
へ
の
往
来
捕
魚
す
る
こ
と
を
世
宗

に
提
案
し
、
裁
可
を
受
け
て
い
る
〔（　
　

）
内
の
解
釈
は
、
長
二
〇
〇
二
、
一
四
四
頁

を
参
照
し
た
〕。

『
世
宗
実
録
地
理
志
』
に
よ
れ
ば
、
開
雲
浦
は
慶
尚
道
蔚
山
郡
に
あ
り
、
塩
浦
の

や
や
南
に
位
置
し
外
隍
江
の
江
口
あ
た
り
に
位
置
す
る
〔
長
二
〇
〇
二
、
一
四
四
頁
〕。

ま
た
加
背
梁
の
所
在
地
に
は
諸
説
が
あ
る
が
、
長
節
子
は
、
固
城
県
内
に
存
在
し
た

と
し
、
牛
山
の
東
南
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
水
月
洞
を
候
補
地
と
し
て
い
る
。
水
月

洞
は
、現
在
の
統
営
郡
道
山
面
の
内
に
あ
っ
た〔
長
二
〇
〇
二
、
一
五
九
〜
一
六
八
頁
〕。
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右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
開
雲
浦
で
倭
人
が
漁
業
を
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に

な
る
が
、
長
節
子
は
、
こ
の
裁
可
は
再
検
討
さ
れ
て
取
り
消
さ
れ
た
と
み
て
い
る
。

右
の
記
事
以
後
、
公
認
漁
場
と
し
て
開
雲
浦
の
名
が
見
え
な
い
こ
と
な
ど
を
根
拠
と

し
て
い
る
〔
長
二
〇
〇
二
、
一
四
四
〜
一
四
五
頁
〕。

長
の
見
解
は
、
右
の
記
事
の
直
後
に
掲
載
さ
れ
た
、
礼
曹
参
議
黄
致
身
が
対
馬
州

守
護
宗
貞
盛
に
宛
て
た
書
契
（
外
交
文
書
の
様
式
）
か
ら
も
補
強
さ
れ
よ
う
。
そ
こ

に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

前
レ
此
対
馬
州
人
、
於
二
本
国
地
面
一
捕
魚
為
レ
生
、
懇
懇
来
請
、
我
国
家
特
施
二

恩
憐
、一
許
下
於
二
慶
尚
道
富
山
浦
・
乃
而
浦
等
処
、一
従
レ
便
漁
釣
、上
其
余
地
面
、

不
レ
許
二
来
往
、一 （『

世
宗
実
録
』
巻
七
〇
、
一
七
年
一
〇
月
壬
戌
〈
二
四
日
〉
条
）

黄
致
身
は
、「
対
馬
州
の
人
は
、
対
馬
に
お
い
て
魚
を
捕
る
こ
と
を
も
っ
て
生
計
を

立
て
て
い
る
。
そ
の
度
重
な
る
請
願
に
よ
っ
て
、
我
が
国
家
（
朝
鮮
）
は
特
に
恩
憐

を
施
し
、
慶
尚
道
富
山
浦
・
乃
而
浦
等
の
処
で
釣
魚
を
許
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の

地
に
は
来
往
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
開
雲
浦
の
記
載
は
な
く
、

従
来
通
り
三
浦
周
辺
の
漁
場
で
の
釣
魚
を
認
め
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
。

世
宗
二
〇
年
（
一
四
三
八
年
）
に
は
、
乃
而
浦
（
薺
浦
）
か
ら
出
漁
す
る
倭
船
の

漁
場
に
つ
い
て
、
朝
鮮
王
朝
内
で
、
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。

議
政
府
拠
二
兵
曹
呈
一
啓
、
慶
尚
道
乃
而
浦
到
泊
捕
魚
採

倭
船
、
於
二
玉
浦
以

北
海
中
浦
串
、一
限
レ
日
給
二
文
引
、一
令
下
玉
浦
万
戸
、
考
二
其
日
限
、一
随
即
還

送
、
上

梁
山
以
南
、
禁
二
其
捕
採
一
之
事
、
令
下
監
司
・
都
節
制
使
、
同
―二
議
便
否
一

啓
聞
、上
従
レ
之
、（『

世
宗
実
録
』
巻
八
〇
、
二
〇
年
正
月
戊
戌
〈
一
三
日
〉
条
）

議
政
府
は
、
兵
曹
の
呈
に
よ
っ
て
、
乃
而
浦
（
薺
浦
）
到
泊
の
倭
船
の
出
漁
水
域
は

巨
済
島
の
玉
浦
以
北
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
の
際
、
文
引
が
支
給

さ
れ
、
帰
り
に
は
玉
浦
の
万
戸
が
文
引
を
検
察
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
そ
の
一

方
、
梁
山
よ
り
以
南
は
、
操
業
を
禁
止
す
る
よ
う
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

国
王
世
宗
は
、
議
政
府
の
啓
の
如
く
、
慶
尚
道
の
監
司
・
都
節
制
使
に
、
そ
の
こ
と

の
便
否
を
議
論
さ
せ
、
啓
聞
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
最
終
的
な
結
論
は
不
明
で

あ
る
が
、
長
節
子
は
、
玉
浦
以
北
の
海
域
で
の
操
業
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る

〔
長
二
〇
〇
二
、
一
四
五
〜
一
四
八
頁
〕。

世
宗
二
〇
年
（
一
四
三
八
）、
宗
貞
盛
は
、
使
節
と
し
て
津
江
次
郎
左
衛
門
を
派

遣
し
、
固
城
・
仇
良
浦
（
仇
羅
梁
と
同
じ
）
に
お
け
る
捕
魚
の
許
可
を
求
め
た
が
、

礼
曹
は
乃
而
浦
・
富
山
浦
・
塩
浦
三
処
の
捕
魚
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
許
可

し
な
か
っ
た
（『
世
宗
実
録
』
巻
八
三
、
二
〇
年
一
〇
月
己
巳
〈
一
八
日
〉
条
）。

翌
年
、
宗
貞
盛
は
、
津
江
次
郎
左
衛
門
を
派
遣
し
、
新
た
な
「
捉
魚
之
処
」（
漁
場
）

を
求
め
た
が
、
礼
曹
は
同
じ
く
乃
而
浦
・
富
山
浦
・
塩
浦
三
処
の
捕
魚
を
認
め
て
い

る
こ
と
を
理
由
に
許
可
し
な
か
っ
た
（
同
、
巻
八
六
、
二
一
年
九
月
乙
卯〈
一
〇
日
〉・

辛
未
〈
二
六
日
〉
条
）。

同
年
、
宗
貞
盛
は
、
使
節
を
遣
し
て
礼
曹
に
書
を
送
り
、「（
海
民
が
朝
鮮
の
）
海

辺
で
釣
魚
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、（
朝
鮮
）
船
軍
に
禁
じ
ら
れ
る
た
め
、
海
辺
に
お

い
て
安
心
し
て
釣
魚
で
き
る
よ
う
、国
王
に
啓
達
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
伝
え
た
。

礼
曹
は
、
既
に
富
山
浦
・
乃
而
浦
・
塩
浦
に
お
い
て
安
心
し
て
釣
魚
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
る
の
で
、
国
王
に
啓
達
し
が
た
い
旨
を
回
答
し
て
い
る
（
同
、
巻

八
七
、
二
一
年
一
一
月
丙
寅
〈
二
二
日
〉
条
）。

三
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
宗
貞
盛
は
、
全
羅
道
多
島
海
方
面
の
漁
場
の
認
可
を
朝

鮮
王
朝
に
求
め
る
こ
と
に
精
力
を
費
や
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
長
節
子
が
明
ら
か

に
し
た
よ
う
に
、
一
五
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
慶
尚
道
海
域
の
漁
場
認
可
を
求
め
て

い
る
。

端
宗
二
年
（
一
四
五
四
）
一
二
月
、
僉
知
中
枢
院
事
の
元
孝
然
が
対
馬
州
敬
差
官
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に
任
じ
ら
れ
た
際
の
齎
去
事
目
の
一
条
に
、
も
し
対
馬
島
主
が
元
孝
然
に
対
し
、「
固

城
・
仇
罪
（
羅
）
梁
」
に
も
三
浦
の
よ
う
に
興
利
船
の
到
泊
を
許
可
す
る
件
に
つ
い

て
言
及
し
た
な
ら
ば
、「
吾
は
そ
の
件
に
つ
い
て
の
命
を
受
け
て
い
な
い
の
で
、
わ

か
ら
な
い
」
と
答
え
る
と
の
記
載
が
あ
る
（『
端
宗
実
録
』
巻
一
二
、
二
年
一
二
月

癸
未
〈
七
日
〉
条
）。
対
馬
島
主
が
固
城
・
仇
羅
梁
を
興
利
船
の
到
泊
港
に
加
え
る

こ
と
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
実
現
す
れ
ば
漁
場
の
拡
大
に
つ
な
が
る
。

し
か
し
朝
鮮
側
が
、
こ
の
件
を
許
可
し
た
形
跡
は
な
い
〔
長
二
〇
〇
二
、
一
四
九
頁
〕。

成
宗
一
九
年
（
一
四
八
八
）
に
も
、
対
馬
島
主
宗
貞
国
が
、
乃
而
浦
以
西
の
沿
海

の
地
に
、
三
浦
に
準
じ
て
対
馬
海
民
を
居
住
さ
せ
藩
屏
と
な
す
よ
う
求
め
た
が
、
朝

鮮
側
か
ら
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
成
宗
二
三
年
（
一
四
九
二
）
に
、

貞
国
が
、
宗
国
吉
を
特
送
と
し
て
朝
鮮
に
派
遣
し
た
際
に
提
出
し
た
書
契
に
言
及
さ

れ
て
い
る
（『
成
宗
実
録
』
巻
二
六
三
、
二
三
年
三
月
乙
未
〈
二
五
日
〉
条
）。

（
二
）
三
浦
の
恒
居
倭

倭
人
は
、
あ
く
ま
で
も
漢
城
と
の
間
を
往
復
す
る
行
程
の
途
上
、
も
し
く
は
貿
易

を
行
う
た
め
に
三
浦
に
滞
在
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
し
か
し
居
所
を
構
え
て
長

期
間
居
留
す
る
恒
居
倭
（
朝
鮮
側
の
呼
称
）
が
現
れ
た
。
恒
居
倭
の
多
く
は
、
対
馬

の
人
々
で
あ
っ
た
。

朝
鮮
側
は
恒
居
倭
の
増
加
に
危
機
感
を
強
め
、
世
宗
一
八
年
（
一
四
三
六
）、
宗

貞
盛
に
対
し
て
恒
居
倭
の
送
還
を
依
頼
し
、
薺
浦
か
ら
二
五
三
人
、
塩
浦
か
ら
九
六

人
、
富
山
浦
か
ら
二
九
人
を
対
馬
に
送
還
し
、
貞
盛
が
滞
在
を
要
請
し
た
者
と
な
お

居
住
を
願
っ
た
者
二
〇
六
人
は
許
さ
れ
て
居
住
し
た
。
こ
う
し
て
朝
鮮
側
は
合
計

三
七
八
人
の
倭
人
の
送
還
に
成
功
し
た
が
、
宗
貞
盛
管
下
の
六
〇
人
の
居
留
を
暫
定

的
に
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た（『
世
宗
実
録
』巻
七
一
、
一
八
年
三
月
乙
未〈
二
九
日
〉

条
）。
世
宗
二
一
年
（
一
四
三
九
）、
宗
貞
盛
管
下
六
十
人
以
外
の
不
法
滞
在
者
に
対

す
る
送
還
交
渉
の
中
で
、
朝
鮮
側
に
恒
久
的
に
公
認
さ
れ
た
も
の
と
同
様
に
扱
っ
た

〔
李
二
〇
〇
五
〕。

世
宗
一
八
年
の
送
還
を
契
機
に
、
宗
貞
盛
は
、
恒
居
倭
に
対
す
る
検
断
権
や
課
税

権
（
営
業
税
の
徴
収
）
を
掌
握
し
た
。
従
来
は
、早
田
左
衛
門
大
郎
が
課
税
権
を
握
っ

て
い
た
が
、
早
田
氏
の
没
落
も
あ
っ
て
、
宗
氏
が
掌
握
し
た
。
各
浦
に
は
「
倭
酋
」

が
配
さ
れ
、
対
馬
か
ら
派
遣
さ
れ
た
三
浦
代
官
が
三
浦
恒
居
倭
の
全
体
を
統
轄
し
て

い
た
〔
李
・
長
二
〇
〇
六
〕。
毎
年
、
三
浦
代
官
は
、
恒
居
倭
か
ら
綿
布
を
徴
収
し
、

そ
の
額
は
大
戸
で
二
匹
・
小
戸
で
一
匹
で
あ
っ
た
（『
成
宗
実
録
』
巻
一
九
六
、

一
七
年
〈
一
四
八
六
〉
一
〇
月
丁
丑
〈
六
日
〉
条
）。
対
馬
島
主
宗
氏
が
、
支
配
領

域
外
で
あ
る
朝
鮮
半
島
に
居
留
す
る
人
々
を
、徴
税
を
通
じ
て
掌
握
し
た
の
で
あ
る
。

恒
居
倭
は
、
交
易
や
漁
業
な
ど
を
通
じ
て
富
を
蓄
積
し
、
そ
の
数
を
増
加
さ
せ
て

い
っ
た
。
一
四
六
六
年
に
は
、
薺
浦
に
一
二
〇
〇
余
人
（
三
〇
〇
戸
）、
富
山
浦
に

三
三
〇
余
人
（
一
一
〇
戸
）、
塩
浦
に
一
二
〇
余
人
（
三
六
戸
）、
合
計
一
六
五
〇
余

人
（
四
四
六
戸
）
の
人
々
が
居
留
し
て
い
た
（『
海
東
諸
国
紀
』「
朝
聘
応
接
紀
」
の

「
三
浦
禁
約
」）。
そ
れ
が
一
四
九
四
年
に
は
、
薺
浦
に
二
五
〇
〇
人
（
三
四
七
戸
）、

富
山
浦
に
四
五
三
人
（
一
二
七
戸
）、
塩
浦
に
一
五
二
人
（
五
一
戸
）、
合
計

三
一
〇
五
人
（
五
二
五
戸
）
と
い
う
よ
う
に
、薺
浦
を
中
心
に
ほ
ぼ
倍
増
し
て
い
る
。

ま
た
薺
浦
に
一
〇
、
富
山
浦
に
四
つ
の
寺
院
が
あ
っ
た
（『
成
宗
実
録
』
巻

二
九
五
、
二
五
年
一
〇
月
庚
辰
〈
二
五
日
〉
条
）。
こ
の
よ
う
な
三
浦
の
景
観
を
表

現
し
た
地
図
が
、
申
叔
舟
『
海
東
諸
国
紀
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
三
）
対
馬
の
海
民
た
ち
の
漁
業
と
、
朝
鮮
海
民
と
の
紛
争

次
に
慶
尚
道
海
域
に
お
け
る
、対
馬
の
海
民
の
漁
業
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。『
朝

鮮
王
朝
実
録
』
に
は
具
体
的
な
漁
業
の
内
容
を
示
す
記
述
は
乏
し
い
た
め
、
同
書
の

断
片
的
な
記
述
か
ら
知
り
得
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
世
宗
八
年
（
一
四
二
六
）
の
次
の
記
事
を
み
よ
う
。

礼
曹
拠
二
慶
尚
道
監
司
関
一
啓
、「
対
馬
島
時
羅
三
甫
羅
・
沙
伊
文
仇
老
等
男
婦

十
四
名
、
到
二
乃
而
浦
、一
自
称
、『
本
土
無
二
族
親
可
一レ
依
、
過
活
為
レ
難
、
願



156

国立歴史民俗博物館研究報告
第 221集　2020年 10月

居
二
貴
国
海
辺
、 一

釣
魚
・
売
酒
、
以
資
二
生
業
一
』、
請
從
二
自
願
、一
俾
レ
居
二
乃

而
浦
一
」、　

從
レ
之
、

（『
世
宗
実
録
』
巻
三
一
、
八
年
（
一
四
二
六
）
正
月
戊
戌
〈
三
日
〉
条
。
傍
線

は
、
関
に
よ
る
。）

対
馬
島
の
時
羅
三
甫
羅
（
四
郎
三
郎
）、
沙
伊
文
仇
老
（
左
衛
門
九
郎
）
ら
男
婦

十
四
名
が
、
乃
而
浦
に
至
り
、「
対
馬
に
は
頼
る
べ
き
親
族
が
お
ら
ず
、
生
活
が
困

難
な
た
め
、
貴
国
（
朝
鮮
）
の
海
辺
に
居
住
し
、
釣
魚
と
売
酒
を
生
業
と
し
た
い
」

と
願
い
出
た
。
こ
の
慶
尚
道
監
司
の
報
告
に
つ
い
て
礼
曹
は
居
住
を
認
め
る
こ
と
を

世
宗
に
提
案
し
、
世
宗
は
そ
れ
を
認
可
し
て
い
る
。

宮
本
常
一
は
、
右
の
記
事
に
言
及
し
て
、「
筑
前
の
宗
氏
あ
る
い
は
少
弐
氏
領
内

に
根
拠
地
を
持
つ
漁
民
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
し
、
そ
の
候
補
と
し
て
鐘
崎
漁
民
を

想
定
し
て
い
る
〔
宮
本
一
九
八
三
、
二
六
〜
二
七
頁
〕。

対
馬
の
漁
船
が
、
朝
鮮
側
に
拿
捕
さ
れ
る
ケ
ー
ス
か
ら
、
海
民
の
様
子
を
う
か
が

え
る
事
例
が
あ
る
。

世
宗
一
八
年
（
一
四
三
六
）、
宗
貞
盛
の
礼
曹
に
対
す
る
馳
書
の
中
に
、「
本
島
人

彦
五
郞
等
が
貞
盛
の
文
引
を
受
け
、
富
山
浦
で
釣
魚
し
た
帰
り
に
巨
済
島
に
至
り
、

知
世
浦
等
の
海
辺
山
麓
の
間
で
、
貴
国
の
人
民
を
捉
え
て
、
悉
く
衣
糧
を
奪
っ
て
き

た
こ
と
を
聞
い
た
。
そ
の
た
め
捕
ら
え
て
朝
鮮
に
送
る
」
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
（『
世
宗
実
録
』
巻
七
一
、
一
八
年
三
月
乙
酉
〈
一
九
日
〉
条
）。

世
宗
八
年
（
一
四
二
六
）、
宗
貞
盛
の
使
人
が
礼
曹
に
奉
じ
た
書
契
に
よ
る
と
、

「
本
州
」（
対
馬
州
）「
貝
化
郡
」
の
漁
船
が
、「
大
国
」（
朝
鮮
）
の
「
南
愁
伊
島
」

の
兵
船
に
拿
捕
さ
れ
た
。
最
近
二
、
三
年
の
内
に
漁
船
二
、三
隻
が
朝
鮮
側
に
拿
捕

さ
れ
て
い
る
と
し
、
漁
船
の
捕
捉
を
禁
じ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
礼
曹
参
議
金
孝

孫
が
答
書
し
て
、
①
商
船
が
往
来
す
る
乃
而
浦
・
富
山
浦
や
、
販
売
を
認
め
た
蔚
山

塩
浦
以
外
の
来
船
を
禁
じ
る
こ
と
、
②
全
羅
道
万
頃
の
人
の
捕
魚
を
襲
っ
た
賊
船
一

隻
（
三
月
）、
忠
清
道
泰
安
の
人
の
海
産
を
襲
っ
た
賊
船
一
隻
（
四
月
）、
全
羅
道
西

余
鼠
島
を
襲
っ
た
賊
船
二
隻
（
八
月
）
を
引
き
合
い
に
出
し
、
そ
れ
ら
は
朝
鮮
将
帥

の
過
ち
で
は
な
い
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。
そ
し
て
「
天
鵝
五
首
、
青
魚
六
百
尾
、
大

口
魚
四
十
尾
、
焼
酒
三
十
甁
」
を
回
賜
し
た
（『
世
宗
実
録
』
巻
三
四
、
八
年
一
一

月
乙
卯
〈
二
六
日
〉
条
）。

対
馬
島
を
根
拠
に
す
る
海
民
の
み
な
ら
ず
、
三
浦
の
恒
居
倭
も
同
様
に
、
朝
鮮
王

朝
の
規
制
を
越
え
て
漁
業
や
交
易
を
行
っ
て
い
た
。

端
宗
三
年
（
一
四
五
五
）、
慶
州
府
利
見
台
以
南
の
蔚
山
柳
浦
に
は
、
塩
浦
の
恒

居
倭
人
が
漁
船
・
商
舶
を
往
来
さ
せ
て
い
た
（『
端
宗
実
録
』
巻
一
四
、
三
年
閏
六

月
己
酉
〈
五
日
〉
条
）。

恒
居
倭
に
対
す
る
強
い
危
機
感
を
持
つ
官
人
も
い
た
。
世
祖
四
年
（
一
四
五
八
）、

慶
尚
左
道
節
制
使
李
好
誠
は
、
王
朝
に
次
の
よ
う
な
報
告
（
一
箇
条
目
）
を
し
て
い

た
。（

上
略
）　

其
一
曰
、
島
夷
亢
種
、
南
民
通
患
、
如
二
薺
浦
・
富
山
浦
・
塩
浦
寓
居

倭
人
一
幾
至
二
七
八
百
、一
潜
二
之
他
境
、一
托
爲
二
釣
魚
行
商
、一
以
至
二

レ
人
禦

（
奪
カ
）一レ
財
、
其
為
二
民
害
一
不
レ
細
矣
、
脱
有
二
詭
計
、一
潜
―二
応
本
島
、一
覘
―二
知

虚
実
、一
乗
レ
隙
生
レ
変
、（
下
略
）

  （『
世
祖
実
録
』
巻
一
二
、
四
年
五
月
辛
亥
〈
二
五
日
〉
条
）

右
の
引
用
史
料
の
大
意
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
島
夷
」（
対
馬
島
民
）
が
お
ご
り
た
か
ぶ
っ
て
い
る
こ
と
が
、「
南
民
」（
朝
鮮

半
島
南
岸
の
民
）
す
べ
て
に
と
っ
て
の
患
（
う
れ
）
い
で
あ
り
、
ま
た
薺
浦
・

富
山
浦
・
塩
浦
寓
居
の
倭
人
は
、
約
七
・
八
百
人
に
及
び
、
他
境
に
潜
み
、
釣
魚
・

行
商
を
行
い
、
人
や
財
を
掠
奪
し
、
民
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
て
い
る
。
も
し

彼
ら
に
人
を
だ
ま
し
、
お
と
し
い
れ
よ
う
と
す
る
計
略
が
あ
れ
ば
、
ひ
そ
か
に

本
島
（
対
馬
島
）
に
応
じ
、
朝
鮮
側
の
虚
実
を
う
か
が
い
知
っ
て
、
隙
に
乗
じ
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て
変
を
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
対
馬
の
海
民
ら
倭
人
は
、
慶
尚
道
海
域
の
漁
場
に
お
い
て
、
朝
鮮
漁
民
と

の
間
で
し
ば
し
ば
紛
争
を
起
こ
し
て
い
た
〔
関
二
〇
〇
二
、
一
三
九
〜
一
四
〇
頁
〕。

世
祖
七
年
（
一
四
六
一
）、
朝
鮮
国
王
世
祖
は
、
慶
尚
右
道
処
置
使
に
な
っ
て
い

た
李
好
誠
に
諭
し
た
際
に
、「
且
本
国
人
与
倭
人
争
レ
先
二
釣
魚
一
相
闘
久
矣
」と
述
べ
、

漁
場
に
お
い
て
ど
ち
ら
が
先
に
釣
魚
を
行
う
か
を
巡
っ
て
、
朝
鮮
人
と
倭
人
と
が
長

く
相
闘
っ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
（『
世
祖
実
録
』
巻
二
五
、
七
年
七
月
丁

卯
〈
二
九
日
〉
条
）。

成
宗
八
年
（
一
四
七
七
）、
朝
鮮
国
王
成
宗
が
慶
尚
道
観
察
使
に
下
書
し
た
中
に
、

柳
輊
の
言
葉
と
し
て
「
釣
魚
倭
人
、
泊
二
南
海
辺
、一
掠
―二
奪
居
民
衣
服
、一
非
二
徒
南

海
、一
他
邑
亦
然
」
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
釣
魚
倭
人
が
掠
奪
を
し
て
い
る
様
子
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
（『
成
宗
実
録
』
巻
七
五
、
八
年
正
月
辛
酉
〈
二
二
日
〉
条
）。

成
宗
二
四
年
（
一
四
九
三
）、
後
に
中
村
栄
孝
が
「
東
島
漁
場
占
拠
事
件
」
と
呼

ん
だ
事
件
が
起
き
た
〔
中
村
栄
孝
一
九
六
五
、
六
五
七
〜
六
五
八
頁
。
関
二
〇
〇
二
、

一
四
四
〜
一
四
六
頁
〕。
同
年
一
〇
月
、
慶
尚
道
節
度
使
趙
益
貞
は
、
次
の
よ
う
に
馳

啓
し
て
い
る
。

薺
浦
恒
居
倭
五
十
余
人
、
成
レ
群
奪
―二
拠
辺
民
捕
魚
之
処
、一
僉
節
制
使
呂
承
堪

発
二
官
差
一
止
レ
之
、
倭
人
拒
絶
、
反
殴
―二
打
官
差
、一
至
二
於
有
一レ
傷
、
臣
意
本
浦

倭
奴
世
居
二
我
土
、一
与
二
編
氓
一
無
レ
異
、

       （『
成
宗
実
録
』
巻
二
八
三
、
二
四
年
一
〇
月
辛
巳
〔
二
〇
日
〕
条
）

右
に
よ
れ
ば
、
薺
浦
付
近
の
恒
居
倭
五
十
余
人
が
、
集
団
で
、
辺
民
が
捕
魚
す
る
所

（
漁
場
）
を
奪
い
取
っ
た
。
僉
節
制
使
が
、
役
人
を
や
っ
て
制
止
を
し
よ
う
と
し
て

か
え
っ
て
殴
打
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

こ
の
事
件
の
背
景
に
は
、
一
五
世
紀
末
、
三
浦
の
恒
居
倭
が
、「
釣
採
界
限
」
を

こ
え
る
動
き
、
す
な
わ
ち
漁
場
を
拡
大
し
よ
う
と
い
う
動
き
を
活
発
化
さ
せ
て
い
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

礼
曹
啓
、
三
浦
倭
人
釣
採
界
限
、
自
二
　

先
王
朝
、一
定
約
已
久
、
今
釜
山
浦
倭
、

勢
甚
鴟
張
、
海
口
内
面
公
私
漁
採
之
所
、
多
自
奪
二
出
入
、一
官
民
所
レ
採
海
錯

亦
逼
奪
、
其
恣
意
驕
横
至
レ
此
、
漸
不
レ
可
レ
長
、
請
令
下
辺
将
申
―二
明
前
約
、一

広
諭
中
居
倭
上
云
、
汝
等
不
レ
畏
二
国
法
、一
驕
横
不
レ
已
、
則
当
下
転
―二
聞
朝
廷
、一

通
二
于
島
主
一
治
罪
、
厳
加
二
禁
止
、一
使
上
レ
不
レ
得
二
越
レ
限
出
入
、一
如
或
不
レ
悛

者
、
監
司
・
節
度
使
、
其
名
字
及
所
犯
、
同
議
録
啓
後
、
更
議
処
置
、

（『
燕
山
君
日
記
』
巻
二
一
、
三
年
〔
一
四
九
七
〕
正
月
戊
辰
〔
二
六
日
〕
条
）

右
の
礼
曹
の
上
啓
で
は
、
釜
山
浦
の
倭
人
が
、
公
私
の
魚
採
の
所
に
出
入
り
し
、
官

民
と
も
に
混
乱
し
て
い
る
様
子
を
指
摘
し
、
対
馬
島
主
を
通
じ
て
の
治
罪
を
求
め
て

い
る
。

（
四
）
慶
尚
道
の
海
産
物

『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
に
は
、
対
馬
海
民
を
は
じ
め
と
す
る
倭
人
に
関
す
る
記
事
の

中
で
、
慶
尚
道
海
域
に
お
け
る
海
産
物
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
朝
鮮
王

朝
が
編
纂
し
た
地
誌
の
中
に
海
産
物
の
記
述
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
中

か
ら
、
対
馬
海
民
の
漁
場
の
あ
る
地
域
の
産
物
（「
土
貢
」「
土
産
」）
の
う
ち
海
産

物
を
抜
粋
し
て
、
表
2
に
示
し
て
お
く
。

『
慶
尚
道
地
理
志
』
は
、
世
宗
六
年
（
一
四
二
四
）、
戸
曹
が
慶
尚
監
営
に
編
纂
を

命
じ
、
同
七
年
一
二
月
に
、
大
丘
知
郡
事
琴
柔
・
仁
同
県
監
金

が
春
秋
館
に
奉
じ

た
も
の
で
あ
る
〔
韓
国
学
文
献
研
究
所
一
九
八
三
、
六
頁
〕。
本
稿
で
は
、『
韓
国
地
理

誌
叢
書　

全
国
地
理
志
』
第
一
巻
に
所
収
さ
れ
た
も
の
を
使
用
し
た
。

『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
の
一
つ
で
あ
る
『
世
宗
実
録
』
編
纂
の
中
で
ま
と
め
ら
れ
た

の
が
、
端
宗
二
年
（
一
四
五
四
）
成
立
の
『
世
宗
実
録
地
理
志
』（
全
八
巻
八
冊
）
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で
あ
る
。
朝
鮮
各
道
の
地
理
・
経
済
の
情
報
を
集
め
て
い
る
。
本
稿
で
も
既
に
参
照

し
て
き
た
。『
東
国
輿
地
勝
覧
』
は
、
成
宗
一
二
年
（
一
四
八
一
）、
王
命
に
よ
り

五
十
巻
が
編
纂
さ
れ
、数
回
の
増
補
改
訂
の
後
、中
宗
二
五
年
（
一
五
三
〇
）
に
『
新

増
東
国
輿
地
勝
覧
』
五
五
巻
と
し
て
完
成
し
た
。
表
2
の
中
で
「（
新
増
）」
の
後
ろ

に
示
し
た
魚
の
名
は
、『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』に
お
い
て
追
加
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。

❸
朝
鮮
全
羅
道
海
域
に
お
け
る
対
馬
海
民
の
漁
業

次
に
、
朝
鮮
半
島
南
岸
の
西
側
で
あ
る
全
羅
道
海
域
を
取
り
上
げ
る
。

（
一
）
孤
草
島
釣
魚
禁
約

二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
対
馬
側
の
働
き
か
け
に
よ
る
慶
尚
道
南
岸
の
漁
場
の
拡

大
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
宗
貞
盛
は
、
全
羅
道
多
島
海
海
域
へ
の
出
漁
を
許

可
し
て
も
ら
う
た
め
の
交
渉
を
開
始
し
た
。
そ
の
結
果
、世
宗
二
三
年（
一
四
四
一
）、

貞
盛
は
朝
鮮
王
朝
か
ら
出
漁
の
許
可
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
が
、
孤
草
島

釣
魚
禁
約
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
な
交
渉
の
過
程
を
経
た
も
の
で
あ
っ
た

〔
長
節
子
一
九
八
七
、
一
八
四
〜
一
八
七
頁
。
関
二
〇
〇
二
、
一
三
七
〜
一
三
九
頁
〕。

禁
約
成
立
ま
で
の
交
渉
過
程
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
宗
貞
盛
側
と
朝
鮮
王
朝

側
の
双
方
が
、
対
馬
海
民
の
孤
草
島
で
の
漁
業
を
管
理
す
る
制
度
を
つ
く
る
こ
と
を

提
案
し
た
こ
と
に
あ
る
〔
関
二
〇
〇
二
、
一
三
七
頁
〕。

世
宗
二
二
年
（
一
四
四
〇
）
に
帰
国
し
た
日
本
通
信
使
高
得
宗
の
上
啓
に
よ
る
と
、

彼
が
対
馬
島
を
訪
れ
た
際
に
、
宗
貞
盛
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
（
以
下
の
引

用
は
、『
世
宗
実
録
』
巻
八
九
、
二
二
年
五
月
庚
午
〈
二
九
日
〉
条
に
よ
る
）。

本
島
人
民
、
専
以
二
釣
魚
一
為
レ
生
、
故
毎
年
或
四
・
五
十
艘
、
或
七
・
八
十
艘
、

往
二
孤
草
島
、一
釣
魚
以
自
給
、
故
再
三
固
請
不
レ
獲
レ
已
也
、

慶尚道地理志 「土産貢物」 世宗実録地理志 「土貢」 新増東国輿地勝覧「土産」

蔚山郡 魚膠，魚皮，全鮑，乾蛤，洪魚，
烏魚骨

魚皮，海衣，靑角，全鮑， 乾蛤，
洪魚，烏魚骨

占察魚，黄魚， 魚，広魚，大口魚，
鰒，紅蛤，青魚，洪魚，鯊魚，海参，
石花，銀口魚，古刀魚，魴魚，海獺，
烏海藻，海衣，銭魚　
（新増）文魚

東莱県 魚皮，沙魚，乾蛤，海衣，生鮑，
烏魚骨

海衣，青角，海蔘，乾蛤，生鮑，
沙魚，大口魚，青魚，舫魚，魚膠，
魚皮

占察魚，大口魚，青魚，洪魚，銭魚，
鰒，石花，紅蛤，黄蛤，烏海藻，海衣，
海参，昆布，塩
（新増）銀口魚，鱸魚，広魚

固城県 沙魚，乾蛤，魚膠，大口魚，
文魚，生鮑，都音魚

沙魚，乾蛤，大口魚，文魚，生鮑，
都音魚，魚膠

大口魚，鰒，海参，石花，青魚，文魚，
銭魚，紅蛤
（新増）黄魚，石首魚，秀魚，鱸魚，
烏賊魚

熊川県 （記載なし） （記載なし） 大口魚，青魚，銭魚，洪魚，文魚，鰒，
烏賊魚，蛤，石花，海参
（新増）石首魚，秀魚，鱸魚，鯊魚

表2　朝鮮王朝編纂の地誌にみえる海産物
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対
馬
島
民
は
、
も
っ
ぱ
ら
釣
魚
に
よ
り
生
活
し
て
お
り
、
孤
草
島
に
向
か
う
船
は
毎

年
四
十
〜
五
十
艘
、
あ
る
い
は
七
十
〜
八
十
艘
に
の
ぼ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
島

民
は
、
日
常
的
に
孤
草
島
に
出
漁
し
て
お
り
、
そ
の
実
情
に
あ
わ
せ
て
、
朝
鮮
側
に

孤
草
島
に
お
け
る
釣
魚
を
再
三
請
願
し
て
き
た
の
だ
と
主
張
す
る
。右
の
発
言
の
後
、

貞
盛
は
、
朝
鮮
辺
将
と
の
応
戦
に
な
る
こ
と
を
危
惧
す
る
意
を
述
べ
、
釣
魚
の
許
可

を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
高
得
宗
は
、
次
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る
。

今
我
国
燔
塩
・
釣
魚
・
海
物
採
取
之
人
、
散
―二
在
諸
島
、一
貴
島
之
人
、
豈
尽
体
二

足
下
之
心
一
乎
、
若
幸
相
遇
、
則
必
生
二
殺
害
之
意
、一
此
非
二
細
故
一
也
、

「
朝
鮮
の
『
燔
塩
・
釣
魚
・
海
物
採
取
之
人
』（
海
民
）
が
諸
島
に
散
在
し
て
い
る
の

で
、
も
し
（「
若
幸
」）
対
馬
海
民
が
彼
ら
に
遭
遇
し
た
場
合
、
必
ず
や
殺
害
し
よ
う

と
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
些
細
の
こ
と
が
ら
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
対
馬
海

民
と
朝
鮮
の
海
民
と
の
間
の
紛
争
を
危
惧
し
て
い
る
。
こ
の
回
答
に
対
し
、
宗
貞
盛

は
、
釣
魚
者
の
海
賊
行
為
を
防
止
す
る
た
め
に
、
釣
魚
者
に
宗
貞
盛
が
発
給
す
る
文

引
を
所
持
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

以
上
の
経
緯
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
既
に
孤
草
島
で
対
馬
漁
民
が
釣
魚
し
て
い
る

こ
と
、
そ
し
て
朝
鮮
漁
民
と
の
紛
争
が
発
生
す
る
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

世
宗
ら
は
、
貞
盛
の
提
案
に
対
す
る
態
度
を
決
め
か
ね
て
い
た
が
、
翌
年
、
貞
盛

が
再
度
要
請
し
た
の
に
対
し
て
、
大
臣
ら
の
議
論
を
経
て
、
世
宗
は
最
終
的
に
認
可

し
た
（『
世
宗
実
録
』
巻
九
四
、
二
三
年
一
一
月
甲
寅
〈
二
一
日
〉
条
・
乙
卯
〈
二
二

日
〉
条
）。

こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、
世
宗
二
三
年
（
一
四
四
一
）、
孤
草
島
釣
魚
禁
約
が
宗

貞
盛
と
朝
鮮
と
の
間
に
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、対
馬
海
民
に
対
し
て
、

孤
草
島
の
内
海
の
操
業
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

狐
草
島
に
つ
い
て
は
、
長
節
子
が
全
羅
南
道
麗
川
郡
三
山
面
（
現
在
は
麗
水
市
三

山
面
）
の
巨
文
島
（
三
島
、
北
緯
三
四
度
二
分
・
東
経
一
二
七
度
一
七
分
）
に
比
定

し
て
い
る
〔
長
二
〇
〇
二
、
四
〇
〜
一
〇
六
頁
〕。
本
稿
も
こ
の
見
解
に
従
う
。

長
は
、『
世
宗
実
録
』
巻
九
七
、二
四
年
八
月
甲
寅
（
二
七
日
）
条
や
申
叔
舟
『
海

東
諸
国
紀
』
朝
聘
応
接
紀
、
釣
魚
禁
約
条
を
基
に
、
禁
約
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
ま

と
め
て
い
る
〔
長
二
〇
〇
二
、
一
〇
七
〜
一
一
〇
頁
な
ど
〕。

孤
草
島
へ
出
漁
す
る
船
に
対
し
て
、
宗
氏
が
、
船
の
大
中
小
や
乗
船
員
数
を
明
記

し
た
文
引
（
島
主
の
印
三
つ
を
お
す
）
を
発
給
す
る
。
船
は
、
慶
尚
道
巨
済
島
の
知

世
浦
に
到
り
、
そ
の
地
の
万
戸
に
宗
氏
の
文
引
を
渡
し
、
交
換
に
万
戸
か
ら
孤
草
島

往
来
の
文
引
を
受
領
す
る
。
同
島
で
の
操
業
海
域
は
島
の
内
海
（
す
な
わ
ち
巨
文
島

の
内
海
）
に
限
ら
れ
た
。
あ
る
時
期
か
ら
は
朝
鮮
の
船
軍
も
同
乗
す
る
こ
と
に
な
っ

た
（
船
軍
同
乗
制
）。
そ
し
て
孤
草
島
に
行
き
、
釣
魚
を
し
た
後
、
知
世
浦
へ
引
き

返
し
て
万
戸
の
文
引
を
返
還
し
、
船
税
（
税
魚
）
を
納
入
し
、
島
主
文
引
に
証
明
を

も
ら
っ
て
、
対
馬
に
帰
還
し
た
。
島
主
の
文
引
を
携
帯
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
ひ
そ

か
に
兵
器
を
持
っ
て
他
所
に
横
行
し
た
り
す
る
者
は
、文
引
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

賊
船
の
扱
い
を
受
け
、
朝
鮮
側
か
ら
論
罪
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

税
魚
は
、
当
初
は
大
船
五
百
尾
・
中
船
四
百
尾
・
小
船
三
百
尾
で
あ
っ
た
が
、
宗

貞
盛
は
各
々
三
百
尾
・
二
百
五
十
尾
・
二
百
尾
を
減
じ
る
よ
う
求
め
て
、
認
め
ら
れ

た
（『
世
宗
実
録
』
巻
九
六
、
二
四
年
六
月
丙
午
〈
一
七
日
〉
条
）。『
経
国
大
典
』

戸
典
、
雑
税
条
で
は
、
各
々
二
百
尾
・
百
五
十
尾
・
百
尾
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
孤
草
島
へ
の
出
漁
船
は
必
ず
宗
氏
の
発
行
す
る
文
引
を
必
要
と

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宗
氏
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
対
馬
島
外
に
お
け
る
海
民
に

よ
る
出
漁
の
一
部
を
管
理
下
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
約
条
は
、
三
浦
の
乱

（
一
五
一
〇
年
）
ま
で
効
力
を
持
っ
た
。

ま
た
対
馬
に
伝
存
す
る
文
書
の
中
に
は
、「
お
ふ
せ
ん
」
ま
た
は
「
お
う
せ
ん
」

と
い
う
文
言
を
記
し
た
文
書
が
存
在
し
、「
を
う
せ
ん
釣
船
の
公
事
」
と
い
う
文
言

が
み
え
る
。
一
章
で
取
り
上
げ
た
大
山
小
田
文
書
に
は
、「
お
ふ
せ
ん
判
」（
二
六
・

二
九
号
）・「
お
う
せ
ん
判
」（
二
七
号
）
な
ど
の
公
事
を
免
除
す
る
と
い
う
文
言
が
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み
え
る
（
二
六
・
二
七
号
と
も
享
徳
三
年
二
月
五
日
付
の
宗
成
職
書
下
。
二
九
号
は

文
明
六
年
二
月
五
日
付
の
宗
貞
国
書
下
）。

長
節
子
は
、「
お
ふ
せ
ん
」「
お
う
せ
ん
」
は
孤
草
島
釣
魚
を
指
し
て
い
る
と
結
論

づ
け
、
朝
鮮
語
の
漁
夫
船
か
ら
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
島
主

宗
氏
は
、
孤
草
島
釣
魚
禁
約
を
結
ん
だ
結
果
、
孤
草
島
で
漁
業
に
従
事
す
る
対
馬
海

民
か
ら
公
事
を
徴
収
す
る
権
限
を
得
た
。
公
事
の
内
容
は
、
①
孤
草
島
釣
魚
を
許
可

す
る
文
引
を
発
行
す
る
手
数
料
や
、
②
漁
業
活
動
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
操
業
を
終

わ
っ
て
対
馬
へ
帰
っ
た
際
に
漁
獲
物
に
対
す
る
税
と
が
あ
っ
た
。ま
た
島
主
宗
氏
は
、

家
臣
に
対
し
て
、
公
事
を
免
除
し
た
り
、
あ
る
い
は
あ
る
地
域
か
ら
あ
が
る
公
事
を

給
付
し
た
り
す
る
な
ど
、
公
事
は
家
臣
へ
の
俸
禄
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
島
主
宗
氏
は
、
文
引
発
行
権
や
そ
れ
に
と
も
な
う
公
事
徴
収
権
な
ど
の
孤
草

島
釣
魚
に
関
す
る
権
益
を
独
占
し
て
い
た
〔
長
二
〇
〇
二
、
二
六
〜
三
九
頁
〕。
こ
の

こ
と
は
島
主
宗
氏
の
権
力
を
強
化
し
、
対
馬
一
円
支
配
の
確
立
へ
の
歩
を
進
め
る
こ

と
に
な
っ
た
〔
長
一
九
八
七
、
一
八
三
〜
一
八
八
頁
〕。

（
二
）
孤
草
島
釣
魚
の
実
態

こ
う
し
て
孤
草
島
釣
魚
禁
約
が
結
ば
れ
、指
定
水
域
を
通
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
こ
の
規
定
ど
お
り
に
実
施
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

禁
約
成
立
直
後
の
一
四
四
〇
年
代
に
は
、
文
引
を
所
持
し
て
い
な
い
と
い
う
よ
う

な
違
反
の
ケ
ー
ス
が
報
告
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
壱
岐
島
の
海
民
も
い
た
〔
長

二
〇
〇
二
、
一
三
三
頁
〕。
世
宗
二
六
年
（
一
四
四
四
）、「
対
馬
島
商
販
倭
人
」
の
証

言
に
よ
れ
ば
、「
佐
志
殿
管
下
」
の
「
倭
船
十
三
隻
」
が
、
孤
草
島
で
の
捕
魚
を
め

ざ
し
、
宗
貞
盛
の
文
引
を
受
け
ず
に
、
同
年
七
月
、
対
馬
島
を
過
ぎ
て
、
孤
草
島
に

向
か
っ
た
と
い
う
（『
世
宗
実
録
』
巻
一
〇
五
、
二
六
年
閏
七
月
甲
申
〈
七
日
〉
条
）。

「
佐
志
殿
」
は
、
壱
岐
の
領
主
の
一
人
（
松
浦
党
）
で
あ
り
、
壱
岐
の
海
民
が
孤
草

島
に
出
漁
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

世
宗
二
九
年
（
一
四
四
七
）、
朝
鮮
王
朝
は
、
対
馬
島
敬
差
官
と
し
て
前
兵
曹
佐

郎
の
曹
彙
を
対
馬
に
派
遣
し
、
宗
貞
盛
に
対
し
て
、
諸
島
倭
（
対
馬
以
外
の
倭
人
）

の
釣
魚
者
を
、孤
草
島
釣
魚
に
送
り
出
さ
な
い
（
す
な
わ
ち
島
主
文
引
を
与
え
な
い
）

こ
と
を
約
束
さ
せ
て
い
る
（『
世
宗
実
録
』
巻
一
一
六
、
二
九
年
五
月
丙
申
〈
六
日
〉

条
）〔
長
二
〇
〇
二
、
一
三
三
頁
〕。

そ
の
後
、
禁
約
は
お
お
む
ね
守
ら
れ
た
ら
し
く
、
違
反
が
報
告
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は

少
な
く
な
る
が
、
再
び
増
加
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
知
世
浦
を
経
由
し
な
い
船
の

増
加
で
あ
る
。
孤
草
島
の
往
復
と
も
に
、
巨
済
島
を
向
か
う
こ
と
は
遠
回
り
を
す
る

こ
と
で
あ
り
、
し
だ
い
に
知
世
浦
万
戸
の
文
引
の
受
領
を
受
け
ず
に
孤
草
島
を
往
来

す
る
船
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
〔
長
二
〇
〇
二
、
一
二
七
〜
一
二
九
頁
〕。

さ
ら
に
大
き
な
変
化
は
、
孤
草
島
に
出
漁
す
る
者
の
多
く
が
、
三
浦
恒
居
倭
に
変

わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
〔
長
二
〇
〇
二
、
一
二
九
〜
一
三
〇
頁
〕。
禁
約
で
想
定
さ
れ
て

い
る
の
は
対
馬
海
民
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
三
浦
の
恒
居
倭
の
出
漁
が
目
に
つ
く
よ

う
に
な
る
。
こ
の
変
化
は
、
朝
鮮
王
朝
の
官
人
の
報
告
を
根
拠
に
し
て
い
る
が
、
そ

も
そ
も
対
馬
海
民
と
三
浦
恒
居
倭
を
明
確
に
峻
別
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
対
馬
海
民
が
三
浦
を
拠
点
に
し
な
が
ら
出
漁
し
て
い
た
と
い
う
の
が
実
情

で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
三
）
孤
草
島
の
環
境
と
海
産
物

『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
に
は
、
孤
草
島
の
海
産
物
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
長
節

子
は
、
次
の
二
つ
の
文
献
に
基
づ
い
て
、
近
代
の
巨
文
島
の
環
境
や
海
産
物
に
つ
い

て
説
明
し
て
い
る
〔
長
二
〇
〇
二
、
七
二
〜
七
四
頁
〕。

一
つ
は
、
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）、
関
沢
明
清
が
済
州
島
お
よ
び
全
羅
南
道

の
島
々
の
漁
業
事
情
を
調
査
し
た
報
告
書
で
あ
る
「
朝
鮮
近
海
漁
業
視
察
報
告
」
で

あ
る
。
巨
文
島
の
海
産
物
と
し
て
、
鮑
、
海
鼠
、
鯛
、
太
刀
魚
、
鯖
、
鰮
（
い
わ
し
）、

烏
賊
、
石
花
菜
（
て
ん
ぐ
さ
）、
海
羅
（
ふ
の
り
）
を
挙
げ
て
い
る
。
鰮
に
つ
い
て

は
、
火
を
焚
き
、
網
を
用
い
て
漁
す
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
地
は
漁
業
上
済
州
島

に
次
ぐ
好
位
置
で
あ
り
、
楸
子
島
は
見
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
は
こ
れ
と
相
伯
仲
す
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る
漁
場
で
あ
ろ
う
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
船
を
停
泊
さ
せ
る
の
に
便
利
で
あ
り
、

飲
料
水
も
善
く
、
薪
材
も
豊
富
な
旨
を
述
べ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
、
一
九
〇
八
年
の
朝
鮮
海
水
産
組
合
技
手
富
樫
恒
の
調
査
に
基
づ
く

『
韓
国
水
産
誌
』
で
あ
る
。
同
書
は
、
ま
ず
薪
材
が
豊
か
で
、
飲
料
水
も
潤
沢
で
、

需
要
に
余
り
あ
る
も
の
だ
と
述
べ
る
。
海
産
物
と
し
て
は
太
刀
魚
、鰆
、鯖
、鰤
、鰮
、

鯛
お
よ
び
海
藻
、
鮑
を
挙
げ
て
い
る
。
近
海
に
お
け
る
日
本
人
出
漁
者
の
漁
業
に
つ

い
て
は
、
鰆
流
、
鯛
縄
、
鱶
縄
、
鯖
・
烏
賊
一
本
釣
等
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
巨
文
島
は
豊
富
な
漁
業
資
源
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
飲
料
水
や
薪

材
も
豊
富
で
あ
っ
た
。

明
治
時
代
以
降
、日
本
人
が
巨
文
島
の
こ
う
し
た
環
境
を
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
。

山
口
県
豊
浦
郡
の
湯
玉
浦
の
網
元
で
あ
っ
た
木
村
忠
太
郎
は
、
家
の
火
災
を
機
に
、

明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）、巨
文
島
へ
の
移
住
を
決
意
し
、翌
年
四
月
、同
島
に
渡
っ

た
。
湯
玉
浦
は
、
定
置
網
の
一
種
で
あ
る
大
敷
網
を
開
発
し
た
地
で
あ
り
、
木
村
も

大
敷
網
を
使
っ
て
鰮
な
ど
の
漁
に
成
功
し
た
。
木
村
は
、
イ
ワ
シ
か
ら
イ
リ
コ
を
つ

く
り
、「
巨
文
島
の
イ
リ
コ
」
は
、
京
都
や
大
阪
な
ど
の
料
亭
で
最
高
級
品
と
し
て

扱
わ
れ
た
。
巨
文
島
に
は
、
木
村
の
成
功
を
機
に
、
日
本
人
の
集
落
「
に
っ
ぽ
ん
村
」

が
形
成
さ
れ
た
〔
中
村
均
一
九
九
四
〕。

（
四
）
全
羅
道
に
出
漁
し
た
対
馬
の
海
民

対
馬
の
海
民
は
、
孤
草
島
以
外
の
全
羅
道
海
域
に
も
出
漁
し
て
い
た
。
そ
の
た
め

朝
鮮
王
朝
の
官
憲
に
拿
捕
さ
れ
た
り
、
或
い
は
朝
鮮
の
漁
船
と
の
紛
争
を
引
き
起
こ

し
た
り
し
た
。
い
く
つ
か
の
事
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

世
宗
一
六
年
（
一
四
三
四
）、
全
羅
道
の
三
峰
島
に
お
い
て
拿
捕
さ
れ
た
釣
魚
倭

船
（
対
馬
の
海
民
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
）
に
つ
い
て
、『
世
宗
実
録
』

は
、
全
羅
道
宣
慰
別
監
の
卞
孝
文
の
復
命
書
を
次
の
よ
う
に
引
用
し
、
議
政
府
お
よ

び
六
曹
の
審
議
を
記
述
し
て
い
る
。

全
羅
道
宣
慰
別
監
卞
孝
文
来
復
命
、
進
二
三
峰
島
捕
倭
軍
士
功
労
等
第
、一
仍
啓

曰
、「
倭
人
所
レ
持
、
無
二
他
兵
器
、一
只
有
二
槍
二
柄
一
而
已
、
其
他
皆
釣
魚
之
具

也
、其
非
二
賊
船
一
明
矣
、然
三
〈
峰
〉
島
非
二
釣
魚
之
処
、 一

其
捕
レ
之
也
亦
宜
矣
、

但
十
名
倭
人
、
只
捕
二
四
人
、一
不
二
生
擒
一
而
皆
斬
レ
之
、
可
レ
疑
、
且
不
レ
審
二

風
水
、一軍
人
十
二
名
、不
レ
知
二
去
処
、一甚
不
可
也
、姑
除
二
論
賞
、一更
覈
何
如
」、

乃
令
二
議
政
府
六
曹
議
一レ
之
、
僉
曰
、「
釣
魚
倭
船
、
遠
海
窮
追
、
只
捕
二
倭
人

四
名
、一
軍
人
十
二
名
所
レ
騎
之
船
、
終
無
二
去
処
、一
所
レ
獲
不
レ
償
レ
所
レ
失
、
其

鎮
撫
等
、釣
魚
倭
船
構
レ
辞
以
報
、処
置
使
徐
沈
更
不
二
覈
実
、一以
二
捕
倭
一
啓
聞
、

依
レ
律
科
レ
罪
、
竝
除
二
論
賞
、一
以
沮
二
後
来
邀
功
者
一
」、　

従
レ
之
、

（『
世
宗
実
録
』
巻
六
六
、
一
六
年
一
〇
月
庚
戌
〈
七
日
〉
条
。
傍
線
は
、
関
に

よ
る
。）

卞
孝
文
の
復
命
書
に
よ
れ
ば
、
釣
魚
倭
船
は
、
槍
二
柄
を
所
持
し
て
い
た
も
の
の
、

他
に
兵
器
は
な
く
、
そ
れ
以
外
は
釣
魚
の
た
め
の
道
具
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
船
が

賊
船
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、三
峰
島
は
釣
魚
を
す
る
処
で
は
な
い
た
め
、

彼
ら
を
拿
捕
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。た
だ
し
十
名
の
倭
人
の
う
ち
、

捕
虜
に
し
た
の
は
四
人
の
み
で
、
他
は
斬
り
殺
し
て
し
ま
っ
た
。「
釣
魚
之
具
」
が

具
体
的
に
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
釣
魚
船
の
様
子
を
知
る
手

が
か
り
で
は
あ
ろ
う
。

世
祖
七
年
（
一
四
六
一
）、
対
馬
州
沙
浦
に
居
住
の
船
主
吾
羅
汝
毛
等
九
名
が
、

孤
草
島
へ
向
か
う
途
中
で
風
よ
け
の
た
め
停
泊
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
朝
鮮
小
船
十
二

艘
と
遭
遇
し
て
紛
争
に
な
り
、
死
者
が
出
た
（『
世
祖
実
録
』
巻
二
五
、
七
年
七
月

丙
寅
〈
二
八
日
〉
条
）。

睿
宗
元
年
（
一
四
六
九
）、「
対
馬
州
太
主
」
宗
貞
国
は
、
中
山
和
尚
を
朝
鮮
に
派

遣
し
た
。
中
山
和
尚
は
、
い
く
つ
か
の
案
件
を
朝
鮮
側
に
伝
え
た
。
そ
の
中
で
、「
本

島
倭
七
人
が
、島
主
の
釣
魚
路
引
（
孤
草
島
で
の
釣
魚
を
認
可
す
る
文
引
）
を
受
け
、

（
巨
済
島
の
）
知
世
浦
に
向
か
っ
た
と
こ
ろ
、
風
に
遇
い
、
全
羅
道
地
面
に
漂
到
し
、
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一
人
は
大
国
人
（
朝
鮮
人
）
に
殺
害
さ
れ
、
二
人
は
傷
を
被
っ
て
死
に
か
か
り
、
す

で
に
薺
浦
に
到
っ
て
い
る
。
我
ら
の
思
う
と
こ
ろ
は
、
こ
の
輩
は
知
世
浦
万
戸
の
文

引
は
な
い
も
の
の
、
島
主
（
宗
貞
国
）
の
書
契
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き

で
あ
る
。
大
国
人
に
よ
る
傷
害
が
こ
の
よ
う
に
発
生
し
て
い
る
。
殊
に
憐
恤
の
意
を

垂
れ
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
お
願
い
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
高
霊
君
申
叔
舟
や
領
議

政
韓
明

ら
が
審
議
し
、「
倭
人
が
殺
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
尹
孝
孫

を
遣
わ
し
て
取
り
調
べ
を
し
て
い
る
」
こ
と
な
ど
を
睿
宗
に
上
申
し
た
（『
睿
宗
実

録
』
巻
四
、
元
年
三
月
丙
午
〈
二
二
日
〉
条
）。

お
わ
り
に

（
一
）
ま
ず
本
論
を
要
約
し
て
お
こ
う
。

一
章
で
は
、
対
馬
の
中
世
文
書
や
朝
鮮
使
節
の
観
察
に
基
づ
い
て
、
対
馬
島
周
辺

海
域
に
お
け
る
漁
業
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

網
漁
で
は
、
大
山
氏
の
よ
う
な
在
地
領
主
に
よ
る
経
営
が
行
わ
れ
、
そ
れ
を
前
提

と
し
て
、
島
主
宗
氏
が
網
人
の
名
を
把
握
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
領
主
の
主
導
で

網
漁
が
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
対
馬
の
特
性
が
見
ら
れ
る
。
漁
具
で
は
、
他
に

筌
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

早
留
浦
で
は
潜
女
（
海
女
）
に
よ
る
潜
水
漁
法
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
曲
海
士

は
、
対
馬
全
島
に
お
け
る
網
漁
や
「
海
鹿
」（
イ
ル
カ
）
漁
を
行
っ
て
い
た
。
網
漁

を
行
う
集
団
と
潜
女
の
集
団
は
、
漁
法
を
考
慮
す
る
と
、
異
質
な
存
在
で
あ
っ
た
。

曲
の
海
士
が
筑
前
国
鐘
崎
か
ら
来
島
し
た
伝
承
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
、
対
馬
島
外

か
ら
来
住
し
た
海
民
が
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
章
で
は
慶
尚
道
、
三
章
で
は
全
羅
道
の
海
域
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
朝
鮮
王
朝

の
領
域
内
に
お
い
て
、
対
馬
の
海
民
の
操
業
を
認
め
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
た
め
、

対
馬
島
主
宗
氏
ら
が
朝
鮮
王
朝
と
の
頻
繁
に
交
渉
を
繰
り
返
し
た
。
海
民
の
漁
場
の

確
保
に
つ
い
て
、
宗
氏
ら
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
。
慶
尚
道
に
お
い
て
漁

場
と
し
て
確
保
で
き
た
の
は
、
富
山
浦
・
乃
而
浦
・
塩
浦
と
い
う
三
浦
の
周
辺
で
あ

る
。
実
現
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
早
田
左
衛
門
大
郎
は
固
城
・
仇
羅
梁
、
宗
貞
盛

は
加
背
梁
・
仇
羅
梁
・
豆
毛
浦
・
西
生
浦
や
開
雲
浦
・
固
城
な
ど
へ
の
漁
場
の
拡
大

を
朝
鮮
側
に
求
め
た
。
全
羅
道
に
お
い
て
は
、
宗
貞
盛
と
朝
鮮
王
朝
と
の
間
で
孤
草

島
釣
魚
禁
約
（
一
四
四
一
年
）
を
結
び
、
孤
草
島
（
巨
文
島
に
比
定
さ
れ
る
）
の
内

海
を
漁
場
と
し
て
確
保
し
た
。

こ
れ
ら
の
漁
場
に
お
い
て
海
民
は
、
釣
魚
を
行
っ
た
。
宗
貞
盛
ら
が
、
朝
鮮
王
朝

に
出
漁
の
許
可
を
求
め
た
漁
場
も
、
釣
魚
を
行
う
場
で
あ
っ
た
。

村
木
二
郎
は
、『
慶
尚
道
続
撰
地
理
志
』（
一
四
六
九
年
成
立
）
の
「
晋
州
道
」「
南

海
」
に
「
防
箭
」
の
記
載
を
見
出
し
、
そ
れ
が
現
在
、
慶
尚
南
道
南
海
郡
の
昌
善
島

と
南
海
島
に
挟
ま
れ
た
只
族
海
峡
で
使
用
さ
れ
て
い
る
竹
防
簾
と
い
う
定
置
網
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
竹
防
簾
を
使
用
す
る
漁
法
は
、
一
五
世
紀
後

半
ま
で
遡
る
の
で
あ
る
〔
村
木
二
〇
一
六
、
二
〜
三
頁
〕。
村
木
は
、
対
馬
の
漁
民
が

竹
防
簾
で
漁
撈
に
い
そ
し
ん
で
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、『
朝
鮮

王
朝
実
録
』
の
記
述
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
形
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

中
世
対
馬
の
史
料
に
釣
魚
の
記
述
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
や
、
特
に
全
羅

道
の
孤
草
島
と
慶
尚
道
の
巨
済
島
や
三
浦
、
対
馬
島
の
間
と
い
う
長
距
離
を
移
動
す

る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
釣
魚
を
行
っ
て
い
た
海
民
は
、
対
馬
島
内
で
網
漁
や
潜
水

漁
業
に
従
事
し
た
海
民
と
は
、
異
質
な
人
々
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
の
中
に
は
、対
馬
島
外
出
身
の
海
民
も
含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
二
）
と
こ
ろ
で
本
稿
で
論
じ
て
き
た
対
馬
島
の
海
民
は
、ど
の
よ
う
な
身
分
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
網
野
善
彦
は
、
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
ご
ろ
ま
で
の
海
民
に

つ
い
て
、
①
浪
人
的
海
民
、
②
職
人
的
海
民
（
供
御
人
、
上
下
賀
茂
社
供
祭
人
、
諸

社
の
神
人
、
常
陸
・
下
総
の
海
夫
）、
③
下
人
・
所
従
的
海
民
（
西
北
九
州
の
海
夫
、

南
九
州
の
海
人
）、
④
平
民
的
海
民
（「
自
由
民
」））
と
い
う
よ
う
な
身
分
に
よ
る
区
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分
を
提
唱
し
た
﹇
網
野
二
〇
〇
八
、
二
四
四
〜
二
八
六
頁
﹈。
網
野
は
、
②
③
④
が
現

実
に
は
そ
れ
ぞ
れ
交
錯
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
﹇
網
野
二
〇
〇
八
、 

二
七
三
頁
﹈。

佐
伯
弘
次
は
、「
対
馬
島
塩
屋
百
姓
源
藤
六
・
源
八
男
等
」（「
大
山
小
田
文
書
」　

康
永
四
年
〔
一
三
四
五
〕
二
月
一
日
付　

西
郷
顕
景
・
輔
恵
連
署
書
下
）
と
記
さ
れ

た
「
塩
屋
百
姓
源
藤
六
」
に
つ
い
て
、「
生
産
手
段
と
し
て
の
船
を
所
有
す
る
平
民

的
海
民
」
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
「
源
八
男
」
に
つ
い
て
「
名
乗
り
か
ら
す
る
と

下
人
・
所
従
的
海
民
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
「
対
馬
の
塩
屋
・
塩
竃

で
製
塩
に
従
事
し
た
海
民
に
は
、
平
民
的
海
民
と
下
人
・
所
従
的
海
民
が
混
在
し
て

い
た
と
推
定
さ
れ
る
」
と
結
論
づ
け
る
﹇
佐
伯
一
九
九
八
、
一
二
〇
頁
﹈。
本
稿
で
論

じ
た
漁
業
に
従
事
し
た
海
民
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
④
平
民
的
海
民
を
主
と
し
つ

つ
、
③
下
人
・
所
従
的
海
民
が
含
ま
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
気
に
な
る
の
は
、
右
の
規
定
を
し
た
網
野
は
、
そ
の
後
、「
平
民
」
論
を

放
棄
し
て
「
百
姓
」
論
を
展
開
し
た
こ
と
で
あ
る
。「
平
民
的
海
民
」
と
い
う
用
語

自
体
が
、
再
検
討
を
要
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
網
野
の
強
調
し
た
「
百
姓
」
を
使
用

し
て
、「
平
民
的
海
民
」
の
代
わ
り
に
「
百
姓
的
海
民
」
の
語
を
採
用
す
る
こ
と
は

可
能
だ
ろ
う
（「
的
」
と
い
う
語
を
多
用
す
る
こ
と
は
、躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
）。

別
の
機
会
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
世
の
対
馬
島
民
は
「
百
姓
」
と
称
さ
れ
た
﹇
関

二
〇
一
二
、
二
六
頁
﹈。
本
稿
で
引
用
し
た
対
馬
番
家
（
小
宮
家
）
文
書
に
も
「
百
し

や
う
」（
百
姓
）
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
対
馬
島
の
海
民
が
、
百

姓
身
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
に
留
め
て
お
き
た
い
。

（
三
）
最
後
に
、
本
稿
の
作
業
を
通
じ
て
気
づ
い
た
今
後
の
研
究
課
題
に
つ
い
て
言

及
し
て
お
き
た
い
。
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
朝
鮮
王
朝
か
ら
対

馬
島
主
宗
氏
へ
の
回
賜
品
の
中
に
、
海
産
物
が
含
ま
れ
て
い
る
事
例
が
散
見
す
る
。

二
章
で
言
及
し
た
『
世
宗
実
録
』
巻
三
四
、
八
年
一
一
月
乙
卯
（
二
六
日
）
条
に

は
、
宗
貞
盛
へ
の
回
賜
品
の
中
に
「
青
魚
六
百
尾
、
大
口
魚
四
十
尾
」
が
み
え
る
。

そ
の
他
に
も
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。

太
宗
七
年
（
一
四
〇
七
）、
判
礼
賓
寺
事
の
李
台
貴
が
対
馬
島
に
派
遣
さ
れ
、
守

護
宗
貞
茂
に
回
賜
品
を
贈
っ
た
。
具
体
的
に
は
、「
造
米
黄
豆
各
一
百
五
十
石
、
松

子
百
斤
、
乾
柿
六
十
束
、
焼
酒
十
瓶
、
清
酒
三
十
瓶
、
天
鵝
一
首
、
銀
魚
一
缸
」
で

あ
り
、
貞
茂
の
母
に
「
紅
段
子

各
一
匹
」
を
贈
っ
て
い
る
（『
太
宗
実
録
』
巻

一
四
、
七
年
一
〇
月
己
亥
〈
一
九
日
〉
条
）。
貞
盛
あ
て
の
回
賜
品
の
中
に
「
銀
魚

一
缸
」
が
み
え
る
。

世
宗
二
六
年
（
一
四
四
四
）、
礼
曹
は
、「
対
馬
州
太
守
宗
貞
盛
」
に
対
し
て
、
書

契
を
送
っ
た
。
贈
答
品
（
こ
の
場
合
は
、
朝
鮮
国
王
世
宗
か
ら
の
回
賜
品
）
を
列
挙

し
た
別
幅
に
は
、
貞
盛
に
対
し
て
「
大
般
若
経
一
部
、
白
細
綿
紬
一
十
匹
、
白
細
苧

布
一
十
匹
、
黒
細
麻
布
一
十
匹
、
虎
皮
二
領
、
豹
皮
二
領
、
松
子
四
石
、
蒜
二
石
、

焼
酒
三
十
瓶
、
桂
四
角
、
茶
食
四
角
、
清
蜜
六
斗
、
乾
大
口
魚
二
百
尾
、
乾
鯉
魚

一
百
尾
、
乾
鮒
魚
三
百
尾
、
白
米
一
十
石
、
白
粘
米
二
石
、
真
末
二
石
」
を
、
そ
の

子
の
千
代
熊
に
対
し
て
「
諸
縁
具
靴
子
一
部
、
海
獺
皮
鞍
籠
一
箇
、
藤
鞭
一
箇
、
豁

鼻
白
臉
紅
沙
騸
馬
一
匹
」
を
贈
っ
た
（『
世
宗
実
録
』
巻
一
〇
五
、
二
六
年
閏
七
月

己
亥
〈
二
二
日
〉
条
）。
貞
盛
へ
の
回
賜
品
の
中
に
、「
乾
大
口
魚
」「
乾
鯉
魚
」「
乾

鮒
魚
」
が
見
え
る
。

こ
う
し
た
事
例
は
、
朝
鮮
産
の
海
産
物
の
流
通
を
考
察
す
る
上
で
の
手
が
か
り
に

な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
今
後
の
検
討
に
待
ち
た
い
。

引
用
・
参
考
文
献

網
野
善
彦　

二
〇
〇
八
『
日
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
』『
網
野
善
彦
著
作
集
』
第
七
巻
、
岩
波

書
店
（
初
出
は
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）

網
野
善
彦　

二
〇
〇
七
「
古
代
・
中
世
の
海
民
」『
網
野
善
彦
著
作
集
』
第
十
巻　

海
民
の
社
会
、

岩
波
書
店
（
初
出
は
、
一
九
八
七
年
）

荒
木
和
憲　

二
〇
〇
七
『
中
世
対
馬
宗
氏
領
国
と
朝
鮮
』
山
川
出
版
社

荒
木
和
憲　

二
〇
一
一
「
中
世
対
馬
の
塩
業
と
流
通
」
川
岡
勉
・
古
賀
信
幸
編
『
日
本
中
世
の
西
国

社
会
②　

西
国
に
お
け
る
生
産
と
流
通
』
清
文
堂
出
版
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荒
木
和
憲　

二
〇
一
七
『
対
馬
宗
氏
の
中
世
史
』
吉
川
弘
文
館

李　

泰
勲　

二
〇
〇
五
「
朝
鮮
三
浦
恒
居
倭
の
刷
還
に
関
す
る
考
察
」『
朝
鮮
学
報
』
第
一
九
五
輯

李　

泰
勲　

二
〇
〇
六
「
朝
鮮
三
浦
恒
居
倭
の
法
的
位
置
―
朝
鮮
・
対
馬
の
恒
居
倭
に
対
す
る
『
検

断
権
』
行
使
を
中
心
に
―
」『
朝
鮮
学
報
』
第
二
〇
一
輯

李　

泰
勲　

二
〇
〇
七
「
三
浦
恒
居
倭
に
対
す
る
朝
鮮
の
対
応
―
課
税
案
と
課
税
を
中
心
と
し
て

―
」『
年
報
朝
鮮
学
』
第
一
〇
号

李　

泰
勲
・
長　

節
子　

二
〇
〇
六
「
朝
鮮
前
期
の
浦
所
に
関
す
る
考
察
」『
九
州
産
業
大
学
国
際

文
化
学
部
紀
要
』
第
三
四
号

岩
城
卓
二
・
小
島
道
裕　

一
九
九
二
「
資
料
紹
介　

対
馬
番
家
（
小
宮
家
）
文
書
」『
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
三
九
集

長　

節
子　

一
九
八
七
『
中
世
日
朝
関
係
と
対
馬
』
吉
川
弘
文
館

長　

節
子　

二
〇
〇
二
『
中
世　

国
境
海
域
の
倭
と
朝
鮮
』
吉
川
弘
文
館

学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
編
・
刊
行　

一
九
五
七
『
李
朝
実
録
別
冊　

世
宗
実
録
地
理
志
』

「
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
」
編
纂
委
員
会
編　

一
九
八
七
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
43　

長
崎
県
』

角
川
書
店

上
対
馬
町
誌
編
纂
委
員
会
編　

二
〇
〇
四
『
上
対
馬
町
誌
』
上
対
馬
町

韓
国
学
文
献
研
究
所
編　

一
九
八
三
『
韓
国
地
理
誌
叢
書　

全
国
地
理
志
』
第
一
巻
、
亜
細
亜
文
化

社
（
ソ
ウ
ル
）

岸　

俊
男　

一
九
六
六
「
紀
氏
に
関
す
る
一
考
察
」
同
『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
塙
書
房

佐
伯
弘
次　

一
九
九
八
「
中
世
対
馬
海
民
の
動
向
」
秋
道
智
彌
編
著
『
海
人
の
世
界
』
同
文
舘
出
版

佐
伯
弘
次　

二
〇
〇
四
「
国
内
外
流
通
の
拠
点
と
し
て
の
対
馬
」『
中
世
都
市
研
究
』
第
一
〇
号
、

港
湾
都
市
と
対
外
交
流

佐
伯
弘
次　

二
〇
〇
八
『
対
馬
と
海
峡
の
中
世
史
』
山
川
出
版
社
（
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
）

佐
伯
弘
次
・
有
川
宜
博　

二
〇
〇
二
「
大
山
小
田
文
書
」『
九
州
史
学
』
第
一
三
二
号

佐
野
静
代　

二
〇
一
七
『
中
近
世
の
生
業
と
里
湖
の
環
境
史
』
吉
川
弘
文
館

白
水　

智　

一
九
九
二
「
西
の
海
の
武
士
団
・
松
浦
党
―
青
方
文
書
に
み
る
相
剋
の
様
相
―
」
網
野

善
彦
・
大
林
太
良
・
谷
川
健
一
・
宮
田
登
・
森
浩
一
編
『
海
と
列
島
文
化
4　

東
シ
ナ

海
と
西
海
文
化
』
小
学
館

白
水　

智　

二
〇
〇
一
「
中
世
の
漁
業
と
漁
業
権
―
近
世
へ
の
展
望
を
含
め
て
―
」
神
奈
川
大
学
日

本
常
民
文
化
研
究
所
奥
能
登
調
査
研
究
会
編
『
奥
能
登
と
時
国
家　

研
究
編
2
』
平
凡

社

白
水　

智　

二
〇
一
八
『
中
近
世
山
村
の
生
業
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館

申　

叔
舟
（
田
中
健
夫
訳
注
）　

一
九
九
一
『
海
東
諸
国
紀
―
朝
鮮
人
の
見
た
中
世
の
日
本
と
琉
球

―
』
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）

新
対
馬
島
誌
編
集
委
員
会
編
・
発
行　

一
九
六
四
『
新
対
馬
島
誌
』

関　

周
一　

二
〇
〇
二
『
中
世
日
朝
海
域
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

関　

周
一　

二
〇
一
二
『
対
馬
と
倭
寇
―
境
界
に
生
き
る
中
世
び
と
―
』
高
志
書
院
〔
高
志
書
院
選

書
〕

関　

周
一　

二
〇
一
三
『
朝
鮮
人
の
み
た
中
世
日
本
』
吉
川
弘
文
館
〔
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
〕

関　

周
一　

二
〇
一
六
「
海
域
交
流
の
担
い
手　

倭
人
・
倭
寇
」『
九
州
歴
史
科
学
』
第
四
四
号

宋　

希
璟
（
村
井
章
介
校
注
）　

一
九
八
七
『
老
松
堂
日
本
行
録
―
朝
鮮
使
節
の
見
た
中
世
日
本
―
』

岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）

高
橋
公
明　

一
九
八
七
「
中
世
東
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け
る
海
民
と
交
流
―
済
州
島
を
中
心
と
し
て

―
」『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
史
学
三
三
号

田
中
健
夫　

一
九
五
九
『
中
世
海
外
交
渉
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会

田
中
健
夫　

一
九
九
七
「
倭
寇
と
東
ア
ジ
ア
通
交
圏
」
同
『
東
ア
ジ
ア
通
交
圏
と
国
際
認
識
』
吉
川

弘
文
館
（
初
出
一
九
八
七
年
）

田
畑
久
夫　

一
九
八
七
「
対
馬
に
お
け
る
伝
統
漁
業
の
変
貌
」『
歴
史
地
理
学
紀
要
』
第
二
九
号
（
治

水
・
利
水
の
歴
史
地
理
）

朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
調
査
課
編　

一
九
三
七
『
校
訂　

世
宗
実
録
地
理
志
』
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
科
学
院
古
典
研
究
室
発
行　

一
九
五
九
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
全
三

巻
（
索
引
巻
は
一
九
六
三
年
に
発
行
。
一
九
八
六
年
、
国
書
刊
行
会
よ
り
全
四
巻
が
復

刻
さ
れ
た
。）

中
村
栄
孝　

一
九
六
五
「
三
浦
に
お
け
る
倭
人
の
争
乱
」
同
『
日
鮮
関
係
史
の
研
究
』
上
巻
、
吉
川

弘
文
館

中
村　

均　

一
九
九
四
『
韓
国
巨
文
島
に
っ
ぽ
ん
村
―
海
に
浮
か
ぶ
共
生
の
風
景
―
』
中
央
公
論
社

〔
中
公
新
書
〕

長
崎
県
史
編
纂
委
員
会
編　

一
九
六
三
『
長
崎
県
史
』
史
料
編　

第
一
、
吉
川
弘
文
館

日
本
学
士
院
日
本
科
学
史
刊
行
会
編　

一
九
五
九
『
明
治
前
日
本
漁
業
技
術
史
』
日
本
学
術
振
興
会

（
新
訂
版
は
、
一
九
八
二
、
臨
川
書
店
）

日
本
常
民
文
化
研
究
所
編　

一
九
五
七
『
日
本
水
産
史
』
角
川
書
店

橋
本
道
範　

二
〇
一
五
『
日
本
中
世
の
環
境
と
村
落
』
思
文
閣
出
版

春
田
直
紀　

二
〇
一
八
『
日
本
中
世
生
業
史
論
』
岩
波
書
店

藤
田
明
良　

一
九
九
八
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
『
海
域
』
と
国
家
―
一
四
〜
一
五
世
紀
の
朝
鮮
半
島

を
中
心
に
―
」『
歴
史
評
論
』
第
五
七
五
号

平
凡
社
地
方
資
料
セ
ン
タ
ー
編　

二
〇
〇
一
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
43　

長
崎
県
の
地
名
』
平
凡
社

宮
本
常
一　

一
九
八
三
『
宮
本
常
一
著
作
集
28　

対
馬
漁
業
史
』
未
来
社

村
井
章
介　

一
九
九
三
『
中
世
倭
人
伝
』
岩
波
書
店
〔
岩
波
新
書
〕

村
井
章
介　

一
九
九
七
『
国
境
を
超
え
て
』
校
倉
書
房

村
井
章
介　

二
〇
〇
六
『
境
界
を
ま
た
ぐ
人
び
と
』
山
川
出
版
社
〔
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
〕

村
井
章
介　

二
〇
一
三
『
日
本
中
世
境
界
史
論
』
岩
波
書
店

村
木
二
郎　

二
〇
一
六
「
国
家
を
超
え
た
中
世
の
日
朝
交
流
」『
歴
博
』
第
一
九
五
号
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早
稲
田
大
学
水
稲
文
化
研
究
所
編　

二
〇
〇
七
『
ア
ジ
ア
地
域
文
化
学
叢
書
9　

海
の
ク
ロ
ス
ワ
ー

ド
対
馬
―
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
究
集
成
―
』
雄
山
閣

（
引
用
文
献　

付
記
）

本
書
で
引
用
し
た
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
李
朝
実
録
）
は
、
刊
本
で
は
、
学
習
院
大
学
東
洋
文
化

研
究
所
が
、
一
九
五
三
年
か
ら
刊
行
を
開
始
し
た
『
李
朝
実
録
』
全
五
六
冊
と
、
韓
国
国
史
編
纂
委

員
会
が
、一
九
五
五
年
か
ら
刊
行
を
開
始
し
た
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
全
四
九
冊
（
索
引
一
冊
を
含
む
）

と
が
あ
る
。
国
史
編
纂
委
員
会
に
お
い
て
全
文
が
電
子
情
報
に
加
工
さ
れ
、
原
文
・
ハ
ン
グ
ル
訳
・

影
印
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（http://sillok.history.go.kr/m

ain/m
ain.jsp

）
で
公
開
さ
れ
、

検
索
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
『
中
国
・
朝
鮮
の
史
籍
に
お
け
る
日
本
史
料
集
成
』「
李
朝
実
録
之
部
」

全
一
二
巻
が
、
国
書
刊
行
会
（
一
九
七
六
〜
二
〇
〇
七
年
）
か
ら
刊
行
さ
れ
（
一
九
七
六
〜

二
〇
〇
七
年
）、
宣
祖
二
九
年
（
一
五
九
六
）
一
二
月
ま
で
を
収
め
て
い
る
。

（
二
〇
一
九
年
五
月
二
四
日
受
付
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
七
日
審
査
終
了
）

（
宮
崎
大
学
教
育
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
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Fisheries of Tsushima’s Maritime People in the Japan–Korea Seas 
During the Middle Ages 

SEKI Shuichi

This paper analyzes Tsushima’s maritime people who were actively engaged in fishing in the seas 

around Tsushima and the southern seas of the Korean peninsula (Gyeongsang and Jeolla Provinces) 

during the Middle Ages.

First, the fisheries in the seas around Tsushima were studied. Through the study analysis, it was 

revealed that net fishing technique was usually used in these seas, and a local feudal lord, such as 

that of the Ōyama Clan, was appointed as a net fisherman and facilitated net fishing management. 

Peculiarities between Tsushima’s maritime people were also observed in their net fishing technique 

that was performed under the guidance of the local feudal lord. Moreover, traps were employed for 

fishing tackle technique.

In the Hayatome bay, women divers used the diving fishing technique; additionally, skilled male 

divers used the net fishing and “dolphin” fishing techniques throughout Tsushima. On studying the 

fishing techniques of groups that used net fishing and groups of women divers, it is revealed that they 

possessed different characteristics.

Second, the fisheries of Tsushima’s maritime people in the seas of the Gyeongsang and Jeolla 

Provinces were studied. As operations within the regions of the Korean dynasty were recognized, 

Tsushima Island chiefs and Saemontarō Sōda frequently interacted with the Korean dynasty. Further, 

fishing grounds were demarcated for maritime people to performed fishing activities and included 

Fuzanho, Najiho, and Enpo areas of Gyeongsang Province. In Jeolla Province, a fishing ban was 

imposed on Gochodo Island (1441 CE) mutually by Sō Sadamori and the Korean dynasty, and the 

inland sea of Gochodo (Geomundo) was secured as a fishing ground. Thus, it can be deduced that 

different maritime people were engaged in net fishing and dive fishing techniques in Tsushima.

Key words: Tsushima, net fishing, women divers, fishing, Geomundo 


